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議事日程（第２３号） 

日程第 １ 議案第６４号 平成２７年度あさぎり町一般会計補正予算（第５号）について 

日程第 ２ 議案第６５号 平成２７年度あさぎり町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について 

日程第 ３ 議案第６６号 平成２７年度あさぎり町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について 

日程第 ４ 議案第６７号 平成２７年度あさぎり町介護保険特別会計補正予算（第４号）について 

日程第 ５ 議案第６８号 平成２７年度あさぎり町上財産区特別会計補正予算（第３号）について 

日程第 ６ 議案第６９号 平成２７年度あさぎり町簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）について 

日程第 ７ 議案第７０号 平成２７年度あさぎり町水道事業特別会計補正予算（第２号）について 

日程第 ８ 議案第７１号 平成２７年度あさぎり町下水道事業特別会計補正予算（第４号）について 

日程第 ９ 議案第７２号 平成２７年度球磨郡障害認定審査事業特別会計補正予算（第２号）について 

日程第１０ 議案第７３号 平成２７年度球磨郡介護認定審査事業特別会計補正予算（第２号）について 

日程第１１ 議案第７４号 平成２８年度あさぎり町一般会計予算について 

日程第１２ 議案第７５号 平成２８年度あさぎり町国民健康保険特別会計予算について 

日程第１３ 議案第７６号 平成２８年度あさぎり町後期高齢者医療特別会計予算について 

日程第１４ 議案第７７号 平成２８年度あさぎり町介護保険特別会計予算について 

日程第１５ 議案第７８号 平成２８年度あさぎり町上財産区特別会計予算について 

日程第１６ 議案第７９号 平成２８年度あさぎり町簡易水道事業特別会計予算について 

日程第１７ 議案第８０号 平成２８年度あさぎり町水道事業特別会計予算について 

日程第１８ 議案第８１号 平成２８年度あさぎり町下水道事業特別会計予算について 

日程第１９ 議案第８２号 平成２８年度球磨郡障害認定審査事業特別会計予算について 

日程第２０ 議案第８３号 平成２８年度球磨郡介護認定審査事業特別会計予算について 

 

 

本日の会議に付した事件 

日程第 １ 議案第６４号 平成２７年度あさぎり町一般会計補正予算（第５号）について 

日程第 ２ 議案第６５号 平成２７年度あさぎり町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について 

日程第 ３ 議案第６６号 平成２７年度あさぎり町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について 

日程第 ４ 議案第６７号 平成２７年度あさぎり町介護保険特別会計補正予算（第４号）について 

日程第 ５ 議案第６８号 平成２７年度あさぎり町上財産区特別会計補正予算（第３号）について 

日程第 ６ 議案第６９号 平成２７年度あさぎり町簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）について 

日程第 ７ 議案第７０号 平成２７年度あさぎり町水道事業特別会計補正予算（第２号）について 

日程第 ８ 議案第７１号 平成２７年度あさぎり町下水道事業特別会計補正予算（第４号）について 

日程第 ９ 議案第７２号 平成２７年度球磨郡障害認定審査事業特別会計補正予算（第２号）について 

日程第１０ 議案第７３号 平成２７年度球磨郡介護認定審査事業特別会計補正予算（第２号）について 

日程第１１ 議案第７４号 平成２８年度あさぎり町一般会計予算について 

日程第１２ 議案第７５号 平成２８年度あさぎり町国民健康保険特別会計予算について 

日程第１３ 議案第７６号 平成２８年度あさぎり町後期高齢者医療特別会計予算について 

日程第１４ 議案第７７号 平成２８年度あさぎり町介護保険特別会計予算について 

日程第１５ 議案第７８号 平成２８年度あさぎり町上財産区特別会計予算について 

日程第１６ 議案第７９号 平成２８年度あさぎり町簡易水道事業特別会計予算について 
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日程第１７ 議案第８０号 平成２８年度あさぎり町水道事業特別会計予算について 

日程第１８ 議案第８１号 平成２８年度あさぎり町下水道事業特別会計予算について 

日程第１９ 議案第８２号 平成２８年度球磨郡障害認定審査事業特別会計予算について 

日程第２０ 議案第８３号 平成２８年度球磨郡介護認定審査事業特別会計予算について 

 

 

 

午前１０時 開 会 

●議会事務局長（坂本 健一郎君）  起立、礼。おはようございます。 

◎議長（橋爪 和彦君）  ただいまの出席議員は１６人です。定足数に達していますので、これから本日の会

議を開きます。本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

日程第１ 議案第６４号 

◎議長（橋爪 和彦君）  日程第１、議案第６４号、平成２７年度あさぎり町一般会計補正予算（第５号）に

ついてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（愛甲 一典君）  議案第６４号、平成２７年度あさぎり町一般会計補正予算（第５号）について、提

案いたします。平成２７年度あさぎり町の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。（歳

入歳出予算の補正）第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２,４１８万７,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１００億５,４１０万２,０００円とする。詳細につきましては、担

当課長よりそれぞれ説明申し上げます。どうか審議の上、可決いただきますようよろしくお願いします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  企画財政課長。 

●企画財政課長（神田 利久君）  おはようございます。それでは、１ページの続きを読ませていただきます。

第１条第２項です。歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。（繰越明許費）第２条、地方自治法第２１３条第１項の

規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。（地方債の

補正）第３条、地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。６ページをお開けいただきたいと思いま

す。第２表 繰越明許費です。まず最初に、総務費総務管理費、町勢要覧作成事業２４９万５,０００円。

これについては、町勢要覧は５年に１回発行しておりますけれども、今回、町議選がございますので、それ

が終了してから、町政要覧を発行したいということで繰り越しをしております。それから次の情報セキュリ

ティ強化対策事業１，２８８万５,０００円ですが、これについては、国の補正予算で補助金がついており

まして、内容としましては、情報系と基幹系のシステムと、それからインターネット関係の分割をしたいと

いうふうなことでして、セキュリティを強化するというふうなことでの対策ということで、今回繰越明許し

ております。事業内容については、後ほど説明をしたいと思います。それから戸籍住民基本台帳費から下の

小学校費までにつきましては、担当課より説明をさせていただきますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。それから次の７ページですが、第３表 地方債補正、これにつきましては、臨時財政対策債、これが補

正前が３億でしたが、補正後が３億３,７１０万になります。それから、道路整備事業費１億９,４９０万が

１億７,８００万となります。それから、消防施設整備事業１,８８０万、これが１,７００万です。学校教

育施設整備事業、これが４,３１０万が３,３２０万。それから社会教育施設整備事業、これが９９０万が０

となります。この中で臨時財政対策債については、３,７１０万増となっておりまして、これについては、

地方交付税の不足財源を各市町村、地方公共団体で補う、借り入れをして、そしてその後、その分について

は、国が交付税の中で見ていくというふうなものです。それから、社会教育施設整備事業費、これが起債が
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０になっておりますけれども、これについては、岡原総合運動公園の芝張り替え工事の財源として、当初起

債を充てておりましたけれども、スポーツ振興くじ助成金がつきましたので、それでこの起債を０にしたも

のです。道路整備事業と学校教育施設整備事業、それから社会教育施設整備事業については、合併特例債を

予定しております。それから消防施設整備事業については、過疎債を利用しております。それから起債の方

法、利率、それから償還の方法については変更ございません。詳細については、担当課の方からまた説明が

ございますので、よろしくお願いしたいと思います。それから歳入の方に移りまして、企画財政課の分を説

明させていただきたいと思いますが、１０ページです。目１地方交付税、補正前５０億４,８４０万３,００

０円、補正額１億２,４５８万４,０００円の減となっておりまして、計が４９億２,３８１万９,０００円と

なります。今回の補正に関しての財源調整を行ってるところです。平成２７年度の普通交付税の交付額です

が、５１億１,４４０万８,０００円となっております。それから１３ページをお開けいただきたいと思いま

す。目６総務費国庫補助金、節３社会保障・税番号システム整備費補助金、説明の中ですが、総務省社会保

障・税番号システム整備費補助金５５８万６,０００円、これについては、歳出の方では経費を組んでおり

ましたけれども、今回補助金がつきましたので、その分を歳入として受け入れたところです。予算化してい

るところです。それから、地方公共団体情報セキュリティ強化対策補助金６３０万、これについては先ほど

繰越明許の方でも話しましたが、国の補正予算がつきまして、情報系とそれから基幹系のシステムと、それ

からインターネット関係を分割して、そしてセキュリティの強化を図るというふうなことでの補助金です。

ですから外部からの色々な侵入があるかというふうに思いますが、それを防ぐというふうなことで、セキュ

リティの強化を国が進めていくということでの補助金ということです。それから１４ページに移りまして、

款１５県支出金、目１総務費県補助金ですけれども、節１生活交通維持・活性化総合交付金２４万３,００

０円、これについては、路線バスの維持・活性化を目的としましたところで、県からの補助金が来ておりま

すが、その分で交付金額、補助金が確定しましたので、２４万３,０００円計上しております。全体で２８

６万円となっております。それから１５ページの方に移りまして、中ほどです。県支出金、県委託金、総務

費県委託金です。統計調査費委託金ですが、説明の中で、工業統計調査交付金から商業統計調査交付金、こ

れについては委託金が確定しましたので、それによる減額となっております。それから１６ページに移りま

して、利子及び配当金につきましては、会計課長の方から説明がございますので、省かせていただきます。

下の方に移りまして、寄附金、指定寄附金、この中のふるさと寄附金５００万円です。今現在、これまで３,

０００万円を寄付の収入として計上しておりましたが、今現在、３月７日現在で、３,５８６万７,０００円

の寄附をいただいておりまして、そのうち１０２万円が県を通じて本町の方に入ってきております。実質３,

４８４万７,０００円が本町の方に直接寄附をいただいておりまして、その分で５００万円を追加させてい

ただいております。それから１７ページの中ほどの、目３雑入の中の説明の中の２段目の、熊本県市町村振

興協会市町村交付金５２５万３,０００円、これはオータム宝くじからの交付金としてきております。それ

から下の方で、町債、総務債、臨時財政対策債として３,７１０万円計上しております。それから歳出の方

に移りまして、１９ページをお願いします。下の方になりますが、目４財政管理費、節１３委託料、新地方

公会計統一基準移行等支援業務委託料で、これについては委託料の残として残っておりますので、その分を

減額させていただいております。それから２０ページに移りまして、企画振興費です。節１９負担金補助及

び交付金ですが、くま川鉄道経営安定化補助金（施設整備費）として、７６１万７,０００円を計上させて

いただいております。これについては、例年、くま川鉄道の経営安定化補助金ということで、９月に経営安

定化補助金、そして３月に施設整備費として計上させていただいております。両方合わせて１,６５１万３,

０００円となっております。それから電子計算費の、節１１需用費ですが、消耗品３５万円の減となってお

ります。これについては、トナー代とか、そういったものが緊急時に必要になった時ということで、一応予
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算化しておりましたけれども、その利用頻度がなかったということで、３５万円減額しております。それか

ら委託料、電算システム改修委託料４７１万４,０００円ですが、これについては、当初に番号制度に伴う

改修費、システム改修費を組んでおりました。その分で、それから中間サーバーのシステム改修ということ

で、予算化しておりましたけれども、これで番号制度のシステム改修費の方が３５０万の減、それから中間

サーバーのシステム改修、で４６７万１,０００円の減です。それから、地方公共団体情報セキュリティ強

化対策、これについては先ほどから出ておりますけれども、これが１,２８８万４,４００円ということで、

これの合計をしました時に、４７１万４,０００円を計上しているものです。それから備品購入費です。１

万３,０００円の減です。これについては、総合窓口のパソコンの覗き見防止フィルタ購入しておりますけ

れども、その残金を更正しております。それから１９負担金補助及び交付金、社会保障・税番号制度中間サ

ーバー・プラットホーム利用負担金これについては、負担金の残としまして９１万８,０００円を減額して

おります。それから基金費です。ふるさと基金積立金、先ほど歳入で説明しました５００万とそれと利子分

で５００万２,０００円。それからまちづくり基金積立金で、これは利子分で１３万９,０００円、それから

公共施設整備基金積立金で４０９万９,０００円。それから財政調整基金積立金で９万１,０００円となって

おります。それから２１ページの方に移りまして、目４工業統計調査費から、２２ページの目８国勢調査費

まで、これについては、委託金が確定しておりますので、それに伴う減額と、歳出の方の減額となっており

ます。ちなみに、平成２７年度は国勢調査という大きな統計調査がございましたけれども、それの速報値と

しまして１万５,５３２名というふうになっております。確定ではございません。それから３６ページの方

に移りまして、公債費です。目の元金と利子がございますけれども、これは利率の見直しによる元金の増と、

それから利子の減というふうなことで出てきておりまして、元金の方が１５７万５,０００円の増、それか

ら利子の方が８０７万６,０００円の減というふうになっております。以上、企画財政課の説明を終わらせ

ていただきます。よろしくお願いします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  総務課長。 

●総務課長（小谷 節雄君）  総務課分につきまして御説明をいたします。まず６ページ、繰越明許費でござ

います。４段目、総務費の選挙費でございますが、選挙人名簿システム改修事業６万５,０００円という少

額の金額を繰り越しますが、これは公職選挙法の改正に伴いまして、選挙年齢が１８歳に引き下げられます。

そのシステム改修を今年度の国の補助金を用いまして、執行中でございますが、その準備行為そのものは年

度内に行うわけでございますが、実際のシステムに１８歳引き下げのセットアップを行うのは、年度変わり

の町議選以降にセットアップを執行しないと、町議選に１８歳以上が対象になってしまう関係で、このセッ

トアップの部分だけはどうしても繰り越しをして、町議選以降に執行するということで、こういった繰越明

許が必要になったものでございます。続きまして、歳入でございますが、１５ページをお願いいたします。

１５ページ中ほどでございます。消防費県補助金でございますが、２００万の減、これは球磨川水系の防災

減災ソフト対策事業ということで、県の基金を球磨川流域の防災減災事業に、県の基金を財源に３分の２を

補助事業というのがスタートをいたしております。今年度分につきましては、事業見込みが確定いたしまし

た関係で、その分の減額するもので、一応１０年間の中でこの事業を継続していくという予定でございます。

１５ページ最下段でございます。財産貸付収入でございますが、それぞれ土地建物貸付収入の現年分、それ

と過年度分、現年分が４４万５,０００円の減、過年度分が２５万８,０００円の増でございますが、それぞ

れ実績見込みでございます。現年度分につきましては、具体的には旧須恵庁舎別館の１事業所さんが出られ

た関係で減と、もう１件は岡原庁舎が年度途中で、出られたと申しますか、貸し付けが終了しました関係で、

その分の減でございます。節２の過年度分につきましては、過年度分の収入見込み額を計上したものでござ

います。１６ページでございます。２枠目、不動産売払収入の土地売払収入でございますが、今年度３８９
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万３,０００円の増額を計上いたしました。旧寺田団地跡地等を含めまして、６軒の土地売払いの実績分を

上げたものでございます。１段空けまして、物品売払収入でございますが、これは不要になりましたガード

レールあるいは不用自転車等の売却をいたしました分の計上でございます。その下、寄附金の中で、指定寄

附金、消防費寄附金でございますが、これは出初式でのお祝い金をいただいたものを、寄附金として計上い

たしております。１７ページ中ほどでございますが、雑入でございます。１段目、公有自動車損害共済解約

返戻金、自動車共済金の返戻でございます。４段空けまして、施設光熱水費、これ各施設を貸し付けをして

おります事業さん等から、光熱水費につきましては、使用料の中でいただいておりますが、その増でござい

ます。これは具体的にですけども、旧岡原中学校等の事業所さんが、事業が増えておりまして、光熱水費の

使用も増えたということが大きな要因の一つでございます。公有建物災害共済費につきましては、火災等に

伴いますところの共済金でございますが、大きなものは建物火災による光ファイバーの損傷によりますとこ

ろの共済金を含めまして、５件分でございます。公有自動車損害共済金につきましては、公用車の交通事故

等によりますところの共済金でございます。１段空けてだけでいただきまして、次世代自動車振興センター

補助金につきましては、このたび熊本日産自動車から、電気自動車の貸付の決定がございまして、もう既に

貸付があったわけでございますが、それに付随して充電施設設備の設置費も補助金でいただける予定で計上

いたしましたが、そちらの方は枠の関係で、ちょっと最終的にはつかなかったということで、この分だけは

減額ということになったわけでございます。最下段、市町村振興協会消防救急無線デジタル化整備助成金、

これは上球磨消防署の救急無線デジタル化の整備事業を行いましたが、その分で起債対象経費、この起債そ

のものは上球磨消防組合の分で執行されてるんですが、その分の交付税措置分、起債に対しまして交付税措

置がございますが、その分を除く各構成自治体が一般財源で、負担をする部分がございますが、その分の４

割についてこの市町村振興協会から助成金が出るということで、結果的に２,３９５万５,０００円が、助成

金として、交付決定がなされたものでございます。開けていただきまして１８ページ最上段、消防施設整備

事業費でございますが、１８０万の減、消防施設で具体的には、積載車小型ポンプ等の整備、あわせて消火

栓設置等につきまして、事業量の減がございました関係で、起債の減となったものです。１９ページから歳

出でございますが、この一般会計はもちろんでございますが、この後あります特別会計の中で、各人件費、

具体的には節２の給料費、節３職員手当、節４共済費等がそれぞれ増減が出てまいります。これの要因につ

きましては、特別会計も含めてございますが、昨日の御承認いただきました、人事院勧告に伴いますところ

の給与改定分と、あわせて年度内で人事異動があった分の調整等を含めまして、今回この節２、節３節、節

４につきまして、それぞれ増減が出てまいります。各費目ごとの説明は割愛いたしますので、そういう内容

であるということで、御了解をいただきたいと思います。その下に、款２総務費の一般管理費でございます

が、報酬費これ区長報酬７０万減でございますが、これは４月１日現在で、西別府の統合を行いました関係

で、区長さんが１名減ということで、その分の減額でございます。３の職員手当等で、退職手当特別負担金

が、今年度退職者の予定が決定された関係で、この負担金の増ということでございます。それから報償費、

委託料等につきましては、それぞれ実績が出ました関係で減額でございます。１９負担金補助及び交付金で

ございますが、研修費につきましては、区長研修の参加者の減によりますところの執行残でございます。職

員研修負担金３０万の減は、町立保育所の民営化を前提とした保育所職員の研修を予定しておりましたが、

主に町職員の対応、例えばパソコン等々の研修、町職員が講師と申しますか、そういう形で対応いたしまし

た関係で、その分の減額でございます。それから開けていただきまして、目６財産管理費でございますが、

需用費１７５万２,０００円の減でございます。燃料費につきましては、原油減によりますところのそれぞ

れの燃料費の単価減が主な要因の１００万円減、電気料の減につきましては、庁舎統合によりまして、当初

予算でも若干の減を見込みましたが、その減以上の電気料の減が見込まれます関係で、減額をさせていただ
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くものでございます。それからちょっと飛んでいただきます。３３ページでございますが、下段の方款８消

防費の目１消防総務費でございます。上球磨消防組合負担金の減でございますが、これは最終的な消防組合

の負担金の確定がありました関係で、当初予算との差額分の減額でございます。２非常備消防費でございま

すが、消防団員報酬、これは実際の消防団員数、消防団員報酬を支払った団員数が当初予算よりも下がった

ということで、その分の減でございます。報償費につきましては、退職報償金の支給対象者３５名のうち、

町独自の上乗せ金対象者が１７名おられたということで、当初見込みよりも少なかったという形で、７５万

７,０００円の減でございます。１３委託料につきましては、平成２６年度２７年度、高齢者宅電気配線点

検委託を実施いたしましたが、実績といたしまして４６４世帯今年度実施をいたしました。当初予算の差額

が８２万４,０００円の減でございます。具体的には、うちはいいというような御本人さんからお断りがあ

るケースもあったいということで、当初見込みよりも、その実施世帯数が減ったということでございます。

目３消防施設費でございますが、１２役務費からページ開きまして、１３委託料１７公有財産購入費につき

ましては、既存の消防施設が民有に建っているケースが多々ございまして、その分につきまして、交渉いた

しまして、きちんと町有財産として位置づけるための手続をとるところで予定をいたしておりましたが、な

かなか相手との交渉等も進まずに、この分が残額となってしまいましたので、役務費と委託料と公有財産購

入費については減額をさせていただきます。１８備品購入費につきましては、積載車あるいは小型ポンプ等

の入札の差額でございます。住居負担金補助及び交付金につきましては、消火栓設置負担金の減でございま

すが、設置数の減ということでございます。防災管理費でございますが、１１需用費の３００万の減は、計

画数量の見直しを行いました関係で、本年度につきましては、３００万ほどの残額が出たということで減額

をするものでございます。備品購入費の減額につきましては、職員の防災服の購入を今年度行いましたが、

入札差額によりまして残額が出ましたので、５６万８,０００円の減でございます。最後に３７ページ以降、

給与費明細書ございます。特別職につきましては、比較欄の１番下段の方２段に、４７人の減と２７０万５,

０００円の減でございますが、内容といたしましては消防団員数の減、あと区長さんの減、国勢調査員さん

の減等で、この数字の減額となるものでございます。３８ページ以降は一般職をあげておりますが、具体的

には３９ページの方をご覧いただきたいんですが、給与改定に伴う増減分、給料分が、これが先ほど申しま

した人事院勧告に伴います、給与制度の改正による分でございます。その他の増減分７１０万の減につきま

しては、これは育児休業等が職員がおります関係で、その分につきましての減額でございます。職員手当に

つきましても、同様の内容で、それぞれ職員手当ての増減が出てくるものでございます。総務課分につきま

しては以上でございます。 

◎議長（橋爪 和彦君）  会計管理者。 

●会計管理者（上渕 幸一君）  それでは、会計課所管の補正について説明をさせていただきます。歳入の方

ですが、１６ページをお開けいただきたいと思います。目２の利子及び配当金でございます。ここに計上し

ておりますのは、基金のそれぞれの利子収入を上げておるところでございますが、当初予算編成時に、１月

から３月に満期を迎えるものに関しましては、利率が確定していないということで計上しておりませんでし

たが、今回その分を計上するものでございます。なお、歳出におきまして、それぞれの所管課で積立金の補

正をされておりますが、この利子収入を含むものということになっております。それから歳出につきまして

は、１９ページの会計管理費がございますが、人件費のみでございますので、説明については割愛させてい

ただきます。以上でございます。 

◎議長（橋爪 和彦君）  税務課長。 

●税務課長（豊永 憲二君）  税務課所管分の説明をいたします。２０ページをお願いいたします。歳出の説

明になります。目１税務総務費、節１３委託料、地籍図修正委託料１０万３,０００円の減です。地籍図錯
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誤等によって、法務局への申請を行うための委託料であり、実績により減額を行うものであります。次のペ

ージ、基準点設置及び地籍図根三角点測地系変換委託料、１４０万３,０００円の減額です。入札残になり

ます。目２賦課徴収費、節２３償還金利子及び割引料、町税還付金１１１万６,０００円の減額です。過年

度の税額更正による還付金になりますが、実績見込みが大きく下回るために、減額を行うものであります。

以上、説明を終わります。 

◎議長（橋爪 和彦君）  町民課長。 

●町民課長（宮原 恵美子さん）  それでは町民課所管について御説明申し上げます。６ページをお願いいた

します。繰越明許費です。上から３段目、戸籍住民基本台帳費、個人番号カード交付事業でございます。ま

ず通知カードの作成や、個人番号カードの製造に関する費用につきまして、国からの補助金を地方公共団体

システム機構の方へ支出するものでございます。現在の国からの交付金が８４８万円、実際支払っておりま

すのが３７１万６,０００円でございまして、残りの４７１万９,０００円これが交付事業費です。それから、

カードの交付目標が平成２７年度、国の交付目標ですけれども、２,５００万枚が基礎となっております事

務費につきまして、まだ完了していない分を繰り越すということで、個人番号カード交付事務費ですけど、

５１万６,０００円の繰り越しということで、合わせまして５２３万５,０００円の繰り越しをお願いするも

のです。続きまして１０ページをお願いいたします。歳入です。中段になります。款１２分担金及び負担金

の目３衛生費負担金です。養育医療費保護者負担金でございます。本年度対象者を６名と見込んでおりまし

たけれども、実際３名の利用ということで、実績によりますところの９万７,０００円の減額でございます。

次のページお願いいたします。中段になります。款１３使用料及び手数料です。目１の総務手数料、印鑑証

明手数料でございます。３月末までの実績を見込んだところで減額をさせていただいております。１４万円

の減額です。次のページをお願いいたします。上段になりまして、目２衛生費国庫負担金でございます。養

育医療費国庫負担金です。こちらも交付決定額通知によりますところの減額でございますが、対象者が見込

みよりも少なかったということが原因です。３１万３,０００円の減額です。次ページをお願いいたします。

上段になります。目６総務費国庫補助金、節２総務費補助金、個人番号カード交付事業費補助金でございま

す。個人番号カード交付事業費補助金の２７５万７,０００円の追加交付決定によりますところの増額でご

ざいます。その下になります。款１５県支出金、目１民生費県負担金の節２保険基盤安定拠出金でございま

す。後期高齢者分保険基盤安定拠出金です。通知決定によりますところの減額で、２０万１,０００円でご

ざいます。次のページをお願いいたします。上段からです。目２衛生費県負担金、節１養育医療費県負担金

でございます。こちらも交付決定通知によりますところの減額です。１５万７,０００円の減額でございま

す。その下になります目３衛生費県補助金、節２乳幼児医療費補助金でございます。４歳未満の乳幼児の入

院、通院費用の一部を、県が２分の１負担するものでございます。実績によりまして、２１万６,０００円

の増額でございます。以上で歳入を終わります。続きまして歳出です。２１ページをお願いいたします。中

段になります。目１戸籍住民基本台帳費です。主に、人件費と負担金が増額で３８５万３,０００円の増と

なっております。主なものとしましては、節３の職員手当等の時間外勤務手当でございますが、これはマイ

ナンバーカード交付事務にかかりますところの、時間外手当の増でございます。それから、節１２役務費で

ございます。切手代につきまして、マイナンバー制度に関連しまして、切手代を２０万５,０００円計上さ

せていただいておりましたけれども、実績がカード受け取りのお知らせの葉書代と、簡易書留分の数通代の

みで１６万４,０００円につきましては、不用と見込まれるために減額をさせていただきます。節１９負担

金補助及び交付金、個人番号カード関連事務負担金でございます。先ほど歳入の国庫補助金で計上した額を

委託先の地方公共団体システム機構へ支出するものでございます。２７５万７,０００円でございます。２

３ページをお願いいたします。款３民生費、目２老人福祉費でございます。節２８繰出金、上から２段目の
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後期高齢者医療特別会計事務費繰出金督促料延滞金にかかりますところの繰出金でございます。その下にな

ります。後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金でございます。２６万７,０００円の減でございます

が、決定通知に基づくところの減額でございます。次のページをお願いいたします。目５国民年金事務費、

目６国民健康保険事務費でございますが、これはいずれも、人件費の補正ということになります。次ページ

の下段をお願いいたします。目３子ども医療費助成事業費でございます。節２０扶助費になりますが、子ど

も医療費給付金６４６万１,０００円の減額でございます。１月末までの支払い実績によりまして、見込ん

だところでの減額をさせていただいております。２８ページをお願いいたします。上段になります。目１養

育医療費、節２０扶助費、養育医療費給付金でございます。５５万４,０００円の減額でございますが、こ

ちらも対象者数の減によりますところの支払い見込みによるところで減額をさせていただいております。以

上で、町民課所管分の説明を終わります。 

◎議長（橋爪 和彦君）  福祉課長。 

●福祉課長（小見田 文男君）  福祉課所管の補正予算について説明申し上げます。６ページをお願いします。

第２表の繰越明許費でございますけれども、中段に、款３民生費、項１社会福祉費、事業名としまして、年

金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業ということで、７,３２２万２,０００円計上しておりますけれども、

これは、国の平成２７年度の補正予算におきまして１億総活躍社会の実現に向け、賃金引き上げの恩恵がお

よびにくい低年金受給者への支援や、高齢者世帯への年金を含めた所得全体の底上げを見る観点から、社会

保障税一体改革の実現に向けて一環としまして、平成２９年度から実施される年金生活者支給給付金の前倒

し的な位置づけとして、２８年度の前半、個人消費の下支えに資するものということで、国の補正がついて

おります。これを各自治体で実施するものでございます。７,３２２万２,０００円を繰り越しして事業を行

うものでございます。それから項２児童福祉費、子ども子育て支援システム改修事業ということで、３１万

８,０００円を計上させていただいております。これも国の平成２７年度の補正予算が成立しまして、２８

年度から保育所等の利用者負担軽減措置を実施するに伴い、制度管理システムを改修する必要が出てまいり

ました。年度内で回収業務が全て完了することが難しいということで、繰り越しをするものでございます。

１０ページをお願いします。歳入の方から説明したいと思います。款１２分担金及び負担金、目２民生費負

担金１６０万８,０００円補正しております。まず、保育所の負担金として、これは私立保育所の保育料で

ございますけれども、現予算より見込み額が下回るということで、９３万４,０００円を減額するものでご

ざいます。それから広域入所負担金は、当初見込み数よりも増えているということで、２５４万５,０００

円を増額するものでございます。それから病児・病後児保育事業費町村負担金は、負担金額が確定したこと

によって、３,０００円を減額するものでございます。次に、款１３使用料及び手数料、目２民生使用料、

８６万７,０００円の減額補正をしております。まずは福祉課が管理します白寿荘の使用料が、当初見込み

よりも下回るということで１万５,０００円を減額しているものでございます。それから保育所使用料、こ

れは町立保育所の保育料でございますけれども、これも実績より現予算よりも下回るということで、８５万

２,０００円を減額するものでございます。次のページをお願いします。下段でございます。款１４国庫支

出金、目１民生費国庫負担金１,６９６万５,０００円増額補正しております。これにおきましては、節２、

節４、次のページの節５、節６の各負担金におきましては、それぞれの国庫負担金の変更申請とかいうこと

によりまして、現予算により増減が見込まれるために計上したものでございまして、節２では２２４万円、

それから節４、１,９７９万１,０００円、次のページの節５におきましては４９８万８,０００円の減額、

節６におきましては、７万８,０００円の減額をするものでございます。次に、項２国庫補助金、目１民生

費国庫補助金６,７０５万１,０００円を補正しております。節２臨時福祉給付金の年金生活者等支援臨時福

祉給付金給付補助金７,３２２万２,０００円につきましては、先ほど繰越明許費で説明した事業でございま
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す。補助率は１００％を計上しているものでございます。それ以外の各節に上がっておりますものにおきま

しては、変更申請とかによりまして、現予算より増減が見込まれるために、補正をしたものでございます。

節１身体障害者福祉費補助金で１２万９,０００円の増額補正、それから、先ほどの臨時給付金、節２の臨

時福祉給付金給付事業のうち、臨時給付金、給付補助金３８６万８,０００円、それから節６子育て世帯臨

時特例給付金給付事業を８１万円の減額、それから節７児童福祉費補助金１６２万２,０００円の減額とな

っております。次のページをお願いします。中段でございますけれども、項３国庫委託金、目２民生費国庫

委託金としまして、特別児童扶養手当事務国庫委託金、これも事業の交付金の変更申請等により、増額が見

込まれましたので、２,０００円を増額するものでございます。款１５県支出金、目１民生費県負担金１,４

９９万１,０００円を増額補正しております。節３身体障害者福祉費負担金１１０万５,０００円、節５児童

福祉費負担金９８９万６,０００円、節６児童手当県負担金１３１万４,０００円の減額、節７生活保護費負

担金５５４万４,０００円、それから次のページの節８介護保険料多段階化負担金３万９,０００円の減額、

これも先ほどの国庫負担金同様に事業費の変更申請等によりまして、現予算で増減が見込まれましたので、

補正するものでございます。１４ページの項２県補助金、目２民生費県補助金、１２２万２,０００円の減

額を補正しております。節２児童福祉費補助金３６９万２,０００円。それから節３ひとり親家庭等医療費

補助金６万７,０００円の減額、節４身体障害者福祉費補助金１７万４,０００円、節５老人福祉費補助金２

３６万３,０００円、これもそれぞれの事業に対する補助金の交付申請並びに変更申請等により、現予算に

おいて増減が見込まれるために、補正をしたものでございます。１６ページをお願いします。基金利子にお

いては、先ほど会計課長から説明がございましたので、省略したいと思っております。下段でございますけ

れども、款１８繰入金、目３救護施設しらがね寮財源対策基金繰入金９,０００円を計上しております。本

年度しらがね寮におきまして、空調の改修工事を行いましたけれども、この基金から財源として、充当して

おります。本年度発生した利子分のみが今現在残っておりましたので、その分を今回歳出のしらがねの救護

施設総務費に充当するということで、繰り入れをするものでございます。これによりまして、この基金は残

高０となります。次の１７ページですけれども、款２０諸収入、目１民生費納付金１５６万円計上しており

ます。これは救護施設の入居者の自己負担金が現予算よりも増額が見込まれるために、補正したものでござ

います。次に２２ページをお願いします。歳出の方を説明したいと思っております。まず、最下段ですけれ

ども、社会福祉総務費においては、人件費の補正でございますので、省略させていただきます。２３ページ

をお願いします。項１社会福祉費、目２老人福祉費、３２０万１,０００円補正として計上しております。

この中には、先ほどの町民課の課長の説明のございました、後期高齢者等の予算も入っておりますけれども、

福祉課分としましては、金婚式、まず、当初予算としまして７０組の金婚式の予算を計上しておりますけれ

ども、実績は３７組であったと。それから敬老会、これも当初４,２６０名ということで予算を計上してお

りますけれども、実質は４,１０８名と。それから敬老祝い金、当初予算におきましては３２５名を予定し

ておりましたけれども、実績見込みとしまして３０６名ということで、当初見込みよりも減少したというこ

とで、不用額が見込まれるために、節８報償費１０万４,０００円の減額、それから節１１需用費１６万円

の減額、それから節１２役務費で２万６,０００円の減額をしているところでございます。それから節１３

の委託料で１６万３,０００円の減額をしております。それと扶助費で４８万円の減額と、それから節２８

繰越金、介護保険特別会計繰出金は、現予算では不足が見込まれるために３３６万１,０００円の増額補正

をしているものでございます。次に、目３老人保護費６１８万６,０００円の減額をしております。現在２

９名の方が各施設に入居されておりますけれども、これまでの実績及びこれからの見込みによりまして、不

用額が見込まれるために、今回６１８万６,０００円を減額するものでございます。目４障害者福祉費５９

１万３,０００円増額補正をしております。節１３委託料６万８,０００円、地域療育事業委託料として６万
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８,０００円を計上しておりますけれども、これは人吉球磨圏域の療育センター事業が実績によりまして、

実績見込みによりまして、現予算では不足が見込まれるために、増額補正をするものでございます。節２０

扶助費５４５万５,０００円増額補正をしております。これも説明欄に書いてあります、医療費の助成とか

給付において、現予算では不足が見込まれるために、今回補正を計上したものでございます。節２３償還金

利子及び割引料として、３９万円増額補正をしております。これは、平成２６年度の障害関係の支援に対す

る国・県の負担金、補助金の精算額が確定したことにより、今回返還金として計上し、国・県へ返還するも

のでございます。次のページをお願いします。目７社会福祉施設費、これは充当財源が減額になりまして、

財源更正をしているものでございます。それから目８臨時福祉給付金等給付事業費３８６万８,０００円の

減額補正をしております。これは実績見込みにより不用額が見込まれるために、それぞれの節において減額

をするものでございます。節３職員手当等で１１万５,０００円の減額、それから１２役務費で２７万２,０

００円の減額、１３委託料で２２万３,０００円の減額、１９負担金補助及び交付金３２５万８,０００円の

減額ということになっております。２月末現在で支給率は、支給対象者において９５.４％でございます。

３月末までは受け付けをして支給をしたいとは考えております。次に、目１０年金生活者等支援臨時福祉給

付金給付事業７,３２２万５,０００円計上しております。これは先ほどの明許繰越のところで説明申し上げ

ました事業でございますけれども、翌年度へ繰り越して事業を行うものでございます。対象者を見込んでお

るところでは今２,４００名、１人当たり３万円を支給する事業でございます。事業費としまして、節３職

員手当３万９,０００円から節１３委託料５８万円の１２２万５,０００円と事業費としまして、１９負担金

補助及び交付金としまして、年金生活者等支援臨時福祉給付金で７,２００万円を計上したものでございま

す。次のページをお願いしたいと思います。項２児童福祉費４,０１２万４,０００円増額補正しております。

節８の出生祝金１１０万円の減額補正をしております。これは当初１４０名を見込んでおりましたけれども、

実績見込みということで、１１８名を見込んでおります。そのため不用額が見込まれるために、１１０万円

減額するものでございます。それから節１３委託料、子ども・子育て支援システム改修委託料３１万８,０

００円計上しております。これも明許繰越のところで説明しました。システム改修料を計上したものでござ

います。それから節１９特別保育事業補助金２７８万７,０００円の減額でございますけれども、延長保育

という事業で、利用児童数の減により減額。それから施設型給付費負担金４,３９２万１,０００円。これは

当初予算よりも低年児０歳から２歳児の数が多かったこと、それから２７年度から子ども・子育て支援制度

が始まりました。その中で加算項目が申請されております。２６年度までよりも９項目増えております。加

算の有無、加算額の見込みが当初では見込めなかったということ、それから人勧の影響分１.２９％アップ

しております。そういう観点から、今回補正をしたものでございます。それと、子育て支援強化事業補助金

１４９万８,０００円の減額をしております。これは幼稚園の一時預かりが当初見込みよりも少なかったと

いうことが主な原因でございます。それから節２０扶助費１２７万円、これは障害児通所支援費でございま

すけれども、新規利用者とか、利用者日数の増加によりまして、現予算では不足が見込まれるために、増額

補正をしているものでございます。目２児童手当事業費、児童手当としまして７３８万５,０００円の減額

補正をしております。当初見込みとしまして、延べ人数でございますけれども、２万４,１１１名見込んで

予算を計上しておりますけれども、転出等によりまして実績見込みを２万３,４１５名ということで見込ん

でおります。そういう観点から７３８万５,０００円を減額するものでございます。目４ひとり親家庭等福

祉費１１万５,０００円の増額補正をしております。これも現予算で不足が見込まれるために補正をするも

のでございます。目５保育所費は人件費でございますので、省略させていただきます。次のページ２６ペー

ジでございますけれども、目６子育て世帯臨時特例給付金給付事業８１万円の減額補正を計上しております。

これも２７年度の実施した事業でございますけれども、実績見込みにより不用額が見込まれるために、それ
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ぞれ減額するものでございます。節３の職員手当等で２４万円の減額、１３委託料で３万９,０００円の減

額、１９負担金補助及び交付金で５３万１,０００円の減額を計上しているところでございます。２月末で

支給率は９８.７１％でございます。それから項３救護施設費、目１救護施設総務費、２４万７,０００円の

減額補正をしております。ここでは、非常勤職員の方が年度途中で退職されました。募集をかけておりまし

たが、今年の２月まで応募がございませんでした。その間の非常勤の報酬と、それから宿直手当が不用とな

ったために報償費で９０万の減額等を上げております。そういう観点から、非常勤が１名不足するというこ

とで、それを町の職員が代直するということで、職員手当分が不足しております。その観点で２５万２,０

００円を増額したものでございます。それから節２５積立金は１,０００円を増額補正しているものでござ

います。それから目２救護施設事業費３６万７,０００円の増額補正をしております。ここの目救護施設事

業費は、原則、保護費の県負担金と利用者の自己負担金で賄う事業でございます。今回、財源として歳入で

３６万７,０００円が増額になっておりますので、事業費でそれを調整して計上したものでございます。以

上で、福祉課所管の補正予算について説明を終わります。よろしくお願いします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  一般会計補正予算の説明の途中ですが、ここで休憩いたします。１０分間です。 

 

休憩 午前１１時０６分 

再開 午前１１時１８分 

 

◎議長（橋爪 和彦君）  休憩前に引き続き、会議を再開し説明を求めます。保健環境課長。 

●保健環境課長（岡部 和平君）  それでは、保健環境課所管の補正予算について御説明申し上げます。歳入

でございますが、１０ページをお開きいただきたいと思います。款１３使用料及び手数料、目３衛生使用料、

節１墓地公園永代使用料でございますが、現在までのところ、契約に至るような相談がございませんので、

当初予算で計上させていただきました１件分について、減額するものでございます。それから１１ページ中

段でございます。項２手数料、目３衛生手数料、節１犬登録手数料、節２狂犬病予防注射手数料及び説明欄

の粗大ごみ処理手数料でございますが、実績見込みに合わせたところの減額をさせていただくところでござ

います。特に粗大ごみ手数料については、事業の要望等がございましたけれども、実際のところ、それほど

依頼件数がなかったというところで、１４万円を減額させていただくものでございます。次に１２ページで

ございます。項２国庫補助金、目２衛生費国庫補助金、がん検診に係る国庫補助金でございますけれども、

補助金の内示額に合わせたものでございます。１４ページをお願いいたします。款１５県支出金、目３衛生

費県補助金、節３市町村健康増進事業補助金、健康増進事業に係る県の補助金でございますけれども、内示

額による減額でございます。補助率は主に３分の２でございますけれども、１６％減額した内示額というこ

とになっております。節４自殺対策推進事業費補助金、２１万１,０００円の減額でございますけれども、

変更申請に伴いますところの事業費見込み額に合わせた補助金の減額でございます。１７ページをお願いい

たします。款２０諸収入でございますけれども、目２衛生費納付金、節１保健事業健康診査徴収金でござい

ますけれども、集団健診時の個人負担金の実績に合わせて補正させていただくものでございます。それから

目３雑入のうち、上から４番目、資源物有価物売払収入でございますけれども、２１万６,０００円の減額

でございます。実績に見込みによるところの減額でございます。歳出でございます。２７ページをお願いい

たします。款４衛生費の目１保健衛生総務費、節２・３・４については人件費でございますので割愛させて

いただきます。節１３委託料１８２万４,０００円の減額でございますが、健康システムを、平成２７年度

事業で更新することにしておりました。それに伴いますデータ移行の委託料を計上させていただきましたが、

従来のシステム提供事業者が、システム更新することになりましたので、その不用額を減額させていただく
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ものでございます。節１４使用料及び賃借料、健康管理システムリース料８０万４,０００円の減額でござ

います。健康管理システムの更新に伴う新システムの使用料を計上させていただいておりましたけれども、

システムの更新開発が２７年度いっぱい必要ということで、新しいシステムの使用料が発生いたしませんの

で、その分を減額させていただくものでございます。節１９負担金補助及び交付金、病院事業負担金２４万

７,０００円でございますけれども、公立多良木病院の病院事業に係る特別交付税算定額の確定に伴う町村

負担金の補正でございます。目３環境保全費、節２・３・４については保健衛生総務費と同様でございます。

節１１需用費、消耗品費２０万円の減額でございますけれども、有害ごみの収集容器購入について予算計上

させていただきましたけれども、設置を希望される地区が、当初より少なかったということで、そのための

減額でございます。それから、節１３委託料、ごみ収集業務委託料２５万円の減額、生ごみ収集運搬委託料

４万円、生ごみ処理委託料１２万円のそれぞれ増額補正でございます。ごみ収集業務委託については、粗大

ごみの収集運搬にかかる費用の減額でございます。生ごみの収集運搬業務委託料、それから、生ごみの処理

委託料については、事業系生ごみの増加によるものでございます。それから、目４健康増進事業費の節１１

需用費、印刷製本費２０万円の減額でございます。住民健診に係る封筒等の印刷費でございますけれども、

乳がん、子宮がん検診の受診者が少なかったことによりまして、がん検診手帳を印刷するところで予算を計

上しておりましたが、その必要がなくなったということが主な減額の理由でございます。節１３委託料、集

団健診委託料３５０万円の減額でございますけれども、本年度の支出見込みによるところの補正でございま

す。目５母子保健事業費、節１３委託料、乳幼児発達相談等業務委託料２万円の補正でございます。人吉市

に委託して実施している事業でございますけれども、臨床心理士の派遣に係る費用に不足を生じる見込みの

ため補正するものでございます。目６予防接種事業費、節１３委託料、個別接種医療機関委託料３００万円

の減額補正でございます。主なものは、学童の日本脳炎、それから子宮頸がん予防接種の接種者が少なかっ

たことによるところの減額の補正でございます。それから、目７健康づくり推進事業費の財源の補正でござ

いますけれども、自殺対策等補助金の増減によりますところの、財源の補正でございます。以上で、保健環

境課の補正予算についての説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  農業委員会事務局長。 

●農業委員会事務局長（大林 弘幸君）  それでは、農業委員会の補正予算について説明いたします。歳入か

らです。１１ページをお願いいたします。中ほどの目４農林水産手数料の節１農業費手数料、耕作証明等手

数料２万４,０００円につきましては、収入見込み増による補正分です。次に、１５ページをお願いいたし

ます。目４農林水産事業費県補助金の、節１農業費補助金２０万円の減額につきましては、実績がありませ

んでしたので、減額補正するものです。２段下の節３農業委員会交付金８,０００円と、その下の、機構集

積支援事業補助金８万２,０００円につきましては、交付決定による増額補正分です。次に、１７ページを

お願いいたします。中ほどの目３雑入の、下から３段目の情報活動交付金１万５,０００円につきましては、

農業者年金に係る分でありまして、交付決定額による増額分です。次に歳出に移ります。２８ページをお願

いいたします。中ほどの目１農業委員会費、節７賃金のマイクロバス運転手賃金の２万４,０００円の減額

でありますが、県南ブロックの全体研修会が実際なかったことと、新人農業委員の研修につきましては、ワ

ゴン車での対応を行ったため、２回分の賃金を減額したものです。下段の遊休農地確認調査賃金の３万円の

減額につきましては、実績によるものです。その下の節９旅費の費用弁償２０万円の減額につきましても、

当初見込みの各種会議の出席、研修会等の実績により減額されるものです。その下の節１３委託料の農地台

帳システム整備委託料１０万８,０００円の減額につきましては、当初、農地台帳システムの修正について、

ファイル形式を変更して業者に委託する予定で計上しておりましたけども、最終的には本町のＣＳＶファイ

ル、これはエクセル形式になりますが、その受け取りでの可能が対応が可能だったため、不用となったこと
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により減額するものです。最後に、その下の節１９負担金補助及び交付金の耕作放棄地解消緊急対策事業補

助金の２０万円の減額につきましては、歳入で説明しましたとおり、実績がなかったことによる減額です。

以上の農業委員会関係の補正について説明を終わらせていただきます。よろしくお願いたします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  農林振興課長。 

●農林振興課長（片山 守君）  それでは、農林振興課分の補正予算の説明をいたします。まず、６ページを

お願いいたします。第２表、繰越明許費でございます。７行目、款５農林水産業費、項２林業維持管理事業

５００万円でございますけれども、これにつきましては、林道西平線の路肩補修工事において、年度内に工

事が完了できない見込みとなりましたので、繰り越しをお願いするものでございます。次に１０ページをお

願いいたします。歳入の方でございます。下から３行目、目４農林水産使用料の農業施設使用料です。当課

で管理しております農業施設５カ所の使用料となりますが、実績見込みにより２３万円を減額するものでご

ざいます。次に、１５ページをお願いいたします。目４農林水産事業費県補助金の節１農業費補助金でござ

います。農業制度資金利子補給補助金、一行あけまして、経営所得安定対策推進事業費補助金につきまして

は、実績による減額でございます。生産総合事業補助金は、当初予算で計上しておりました、上地区で予定

されております、ブーケレタス用の連棟ハウスへの補助金でございますが、平成２７年度では国の予算がつ

きませんでしたので、全額を減額するものでございます。平成２８年度当初予算でもう一度同額の予算を計

上しておるところでございます。次の自給飼料増産総合対策推進事業補助金は、日の出放牧利用組合が行っ

た熊本型放牧モデル放牧地の設置事業でございますけれども、実績による減額となっております。節２林業

費補助金の有害鳥獣駆除補助金は、捕獲の実績見込みにより２５３万４,０００円を増額するものでござい

ます。造林事業補助金及びたけのこ竹材生産支援事業補助金は、実績による減額となっております。次ペー

ジをお願いします。中ほど、目１不動産売払収入の節３その他不動産売払収入、素材生産売払収入ですが、

こちらも実績による減額でございます。次ページの、目１農林水産費受託事業収入の、農地中間管理機構受

託事業収入につきましても、実績による減額でございます。次に歳出をお願いします。２８ページです。最

下段の、目３農業総務費からでございますけれども、農業総務費は人件費でございます。次ページの、目４

農業振興費でございます。制度資金利子補給費補助金は実績として２５件、５５万６,０００円を支出しま

したので、不用額を減額するものです。農業振興事業補助金は、大豆振興補助金分でございますが、検査予

定数量が４０トン程度となりまして、見込みにより大幅に不用額が出ましたので、減額をするものでござい

ます。自給飼料増産総合対策推進事業補助金は、日の出放牧利用組合が行った、熊本型放牧モデル放牧地の

設置事業ですけれども、計画しておりました場所が、変更されたことによる減額で、歳入と同額の減額とな

っております。目９農業生産総合対策事業費の、生産総合事業費補助金につきましては、ブーケレタス用の

連棟ハウスへの国の補助金が、平成２７年度ではつきませんでしたので、今回全額を減額し、来年度の当初

予算へ計上するものでございます。２７年度の補正予算での可能性もございましたが、最終的に予算がつか

ないということで、今回となったものでございます。来年度の予算につきましては、補助基準のポイントは

最高点ということでございますので、国の予算配分次第と考えてるところでございます。目１０水田農業確

立対策事業費の、地域再生協議会補助金は、歳入の経営所得安定対策推進事業補助金を当てたもので、地域

再生協議会への事務費の実績により減額するものでございます。目１１農業施設管理費は、農業施設使用料

の減額２３万円から、有機センター・上畜産センターの台風被害の共済金７８万円を差し引いた、１５万２,

０００円の財源更正でございます。目１２畜産事業費の品評会報償費は、子牛品評会への、引き出しが少な

かったという実績による減額となります。目１３農地費です。測量設計委託料は、入札残による減額でござ

います。基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金につきましては、これは、百太郎溝土地改良が行う

事業でございますけれども、この減額につきましては、当初１億円の事業費でございましたが、これが５,
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９００万円に減額されたことによるものでございます。特定農業用管水路等特別対策事業費負担金は、事業

負担金は、上土地改良区の管水路のアスベスト対策事業分でございます。当初１,５００万であった事業費

が、３,２００万円に膨らんだことによる、１０％の町負担分１７０万円の増額となります。目１７清願寺

ダム管理費の節１３委託料は、主に入札残による不用額でございます。次ページをお願いいたします。次ペ

ージの流木撤去委託料５０万円の減額は、職員で行ったため不用となったものでございます。節１９負担金

補助及び交付金の、地域密着型農業基盤整備事業負担金は、清願寺ダムに設置しております、ＵＰＳ、自動

電源装置でございますけれども、この更新に係る２５％の負担金でございます。目１８農地中間管理事業費

は、農地中間管理機構より受託事業といたしまして、推進事務を受託しておりますけれども、時間外手当、

普通旅費ともに実績により減額をするものでございます。次に林業費でございます。目１林業総務費は人件

費でございます。目２林業振興費のたけのこ竹材生産支援事業補助金につきましては、事業量が減少したた

め、不用額が発生したものでございます。目３公有林整備事業費の節１２役務費の組合手数料、市場手数料

につきましては、本年度事業完了による不用額でございます。森林国営保険料は、契約カ所の見直しによる

減額でございます。節１３委託料の造林委託料につきましても、事業完了による不用額でございます。在籍

数が当初計画したより少なくなったことが主な原因となっております。目４林道維持費です。燃料費は、機

械借り上げの燃料費でございますけれども、この分につきましては、森林組合への委託料に含めて支払った

ために減額をするものでございます。測量設計委託料につきましては、入札残でございまして、今後予定が

ございませんので減額をいたします。目６鳥獣被害防止事業費の有害鳥獣捕獲補助金でございますが、３７

４万３,０００円の増額でございます。最終的な捕獲頭数見込みといたしましては、シカで目標６００頭に

対し８８７頭。イノシシで目標２００頭に対し２０９頭。猿で目標５０頭に対し５６頭。カラスで目標２０

０羽に対して３１羽。アナグマで目標４０頭に対して６９頭となりまして、シカ、イノシシ、猿、アナグマ

で目標以上に捕獲できる見込みでありますので、最終的な実績として、今回不足する３７４万３,０００円

を計上するものでございます。これにより、有害鳥獣捕獲補助金は総額で１,３６４万３,０００円を交付す

るということになっております。以上で、農林振興課分の説明を終わります。 

◎議長（橋爪 和彦君）  商工観光課長。 

●商工観光課長（恒松 倉基君）  商工観光課関係の説明をさせていただきます。まず、１０ページ歳入をお

願いしたいと思います。下から２段目でございますが、目５商工観光施設使用料、節１商工施設使用料でご

ざいますが、ポッポー館の使用料になります。実績見込みが予算額に届かないおそれが出てまいりましたの

で、１０万円を減額させていただくものでございます。それから歳出になりますが、３１ページをお開きい

ただきたいと思います。１番上の目１商工総務費、この中の節１９負担金補助及び交付金でございますが、

商工業制度資金利子補給費補助金、予算額を１５０万計上させていただいておりましたが、支出見込み額が

１２１万５,０００円ということで、２８万５,０００円を減額させていただくものでございます。それから

その下でございますが、目２商工施設費、節１１の需用費でございます。電気料でございますが、実績見込

みによりまして、４０万円を減額させていただくものでございます。それからその下でございますが、目１

の定住促進費でございますが、節９旅費、普通旅費、職員の旅費でございますが、実績見込みによりまして

１５万円を減額させていただくものでございます。以上、商工観光課関係でございます。よろしくお願いし

ます。 

◎議長（橋爪 和彦君）  建設課長。 

●建設課長（石塚 保典君）  建設課分について説明申し上げます。６ページをお願いいたします。繰越明許

費でございます。款７土木費、項２道路橋りょう費、橋梁補修事業３,５９０万円を繰り越すものでござい

ます。これは橋梁補修事業につきまして、皆越地区の芋八重橋の健全度が低いということから、早急にかけ
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替え工事を行う必要があり、年度途中で計画の変更を行いました。このことによりまして、設計変更、各種

手続に時間を要したため、繰り越しをお願いするものでございます。その下の道路改良・歩道整備事業１億

４,６２７万５,０００円でございます。内訳としまして、今井中学校線４,７３６万円、堂の下線２,２２１

万５,０００円、岡原免田線３,５００万円、須恵中央線１,３８０万円の工事請負費の繰り越し、それから

東免田停車場線、ほか２路線の測量設計費の繰越額２,７９０万円でございます。繰越理由としましては、

工事請負費につきましては、工事区間一部線形の見直し、警察との交通協議、迂回路の調整に時間がかかっ

たという理由、それから測量設計につきましては、道路線形、道路構造物の検討に時間を要したということ

で繰り越しをさせていただくものでございます。次の７ページでございます。地方債補正、道路整備事業、

補正前の額１億９,４９０万円から１,６９０万円減額し、限度額を１億７,８００万円に補正するものでご

ざいます。道路整備事業に伴います起債額を、１億９,４９０万円を歳入財源として予定しておりましたが、

舗装補修工事等の事業費確定によります起債借入額の減額補正でございます。続きまして１０ページをお願

いいたします。最下段、目６土木施設使用料、節２住宅使用料過年度分、減額の２０万円、それから次のペ

ージの、節４浄化槽使用料過年度分減額の６,０００円、これは３月末までの徴収見込みにより減額補正を

お願いするものでございます。続きまして、１２ページをお願いいたします。下から２段目の表、目３土木

費国庫補助金、住宅・建築物安全ストック形成事業補助金、減額の４０万円でございますが、これは個人住

宅の耐震診断を行う場合、国が３分の１、町が３分の１助成する制度でございますが、当初１０件の申請見

込みで予算計上しておりましたが、予定した申請がなかったということで、減額補正をお願いするものでご

ざいます。その下の、公営住宅等ストック総合改善事業補助金、減額の１,４４０万７,０００円でございま

す。今年度、交付金を活用して行いました、柳別府団地の改修工事に伴う、国からの交付金確定見込みによ

り減額補正を行うものでございます。続きまして１７ページをお願いいたします。最下段、目２土木債です。

道路橋りょう債、これは地方債の補正で説明しましたとおり、舗装補修それから橋梁補修、橋梁点検の事業

費確定により減額補正を行うものでございます。続きまして、歳出でございます。３１ページをお願いいた

します。最下段の目１土木総務費、節１９負担金補助及び交付金、耐震及びアスベスト診断補助金、減額の

８０万円、歳入でも説明しましたが、個人住宅の耐震診断実績により減額補正をお願いするものでございま

す。開けていただきまして、目１道路橋りょう総務費、県工事負担金２５万４,０００円の増額につきまし

ては、国道・県道の工事につきましては、工事請負費の１５％を町が負担することとなっておりますが、国

道219号線、それから県道多良木相良線側溝改修につきまして、工事請負額が当初見込みより大きくかかっ

たため、負担金の増額補正をお願いするものでございます。次の、目２道路維持費、燃料費の減額２５万円

につきましては、公用車の燃料費の実績見込みにより、減額補正をお願いするもの、それから、１３委託料

の設計委託料、減額の２５０万円につきましては、橋梁点検業務委託、測量設計業務委託に係る入札残を減

額するものでございます。その下の、道路維持委託料、減額の３５０万円でございますが、これは町道の除

草業務委託に係る入札残を減額するものでございます。その下の、調査設計委託料、減額の４５０万円でご

ざいます。これは、舗装維持管理計画策定業務、道路改良に伴う土質調査業務に伴う入札残の減でございま

す。それから、道路施設等維持管理作業員派遣業務委託料、減額の１８０万６,０００円でございますが、

年間を通じまして、派遣会社より１０名の作業員を派遣していただき、町道の除草、維持管理費、公園の管

理を行っていただいておりますが、この公約は昨年の３月末に指名型プロポーザルにより派遣会社と契約を

締結しましたが、派遣費用が予算額を下回ったため、今回減額補正を行うものでございます。節１５工事請

負費、減額の１,３００万円につきましては、交付金を活用した舗装補修工事、橋梁補修工事に伴う入札残

を減額するものでございます。それから、最下段の目１河川総務費、工事請負費、減額の３４０万円につき

ましては、岡原地区の一の木谷線、それから上地区の辰堀川の浚渫工事に伴う入札残を減額するものでござ
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います。３３ページに移りまして、上から２段目の表、目２住宅建設費、歳入で説明したとおり、国庫補助

金の減額配分に伴います、財源更正の補正と人件費の補正でございます。以上、建設課分について説明を終

わります。 

◎議長（橋爪 和彦君）  上下水道課長。 

●上下水道課長（深水 光伸君）  上下水道課所管分の説明をさせていただきます。歳入で、１４ページをお

願いいたします。下段の目３衛生費県補助金、節１浄化槽設置補助金の減額でございますが、県の補助金の

内示額が見込み額よりも少なかったため、減額補正をするものでございます。国費につきましては、年度間

の調整をされますので、今回減額は行っておりません。歳出の説明をさせていただきます。２８ページをお

願いいたします。１段目の目９簡易水道費の減額でございますが、簡易水道事業特別会計の補正に伴いまし

て、繰出金の減額をするものでございます。３３ページをお願いいたします。ページの中ほどです。目１下

水道費の減額でございます。下水道事業特別会計の補正によりまして、繰出金の減額を行うものでございま

す。以上、説明を終わらせていただきます。 

◎議長（橋爪 和彦君）  教育課長。 

●教育課長（甲斐 龍馬君）  続きまして、教育課所管について説明申し上げます。６ページの繰越明許費を

お開きいただきたいと思います。下段の款９教育費、項１教育総務費、項２小学校費、いずれの事業も新年

度におきますところの普通学級と、特別支援学級の増に伴うところの事業でございます。電子黒板購入事業

につきましては２３６万４,０００円となりますけれども、３月２日に入札を実施しておりますが、年度内

の納品が厳しいことから、今回繰り越しをお願いするものでございます。空調設備設置事業につきましては、

設計委託業務を先行して実施をいたしますことから、工事費分について繰り越しをお願いするものでござい

ます。続きまして７ページの地方債の補正でございます。下段の学校教育施設整備事業、補正後３,３２０

万といたしておりますけれども、これにつきましては、あさぎり中学校既存普通教室棟の屋根改修工事分、

それと岡原小学校のプール改修工事分の減額でございます。その下の、社会教育施設整備事業について、補

正後０といたしておりますけれども、森園運動公園サッカーコートの改修事業で、スポーツ振興くじの助成

金の対象になったことから、今回起債の取り下げをしたものでございます。続きまして、歳入の方に入らせ

ていただきます。１０ページをお願いいたします。中ほどになります。目４教育費負担金でございます。節

１小学校負担金、日本スポーツ振興センター負担金の８,０００円、それと中学校負担金、同じく６,０００

円の減でございますけれども、センターの掛金に対する保護者の負担金でございます。生徒数の実績に合わ

せ増減をいたしております。続きまして１１ページをお願いいたします。目７教育施設使用料でございます。

節３体育施設使用料といたしまして、Ｂ＆Ｇ海洋センター使用料、１１万７,０００円の減でございますけ

れども、実績に合わせて減額をいたしております。その下の教職員住宅使用料２６万円の減でございますが、

教職員住宅５棟分の実績見込みに合わせて、今回減額をいたしております。続きまして１２ページをお願い

いたします。最下段になります。目４教育費国庫補助金でございます。節１幼稚園就園奨励費補助金７,０

００円の増額といたしておりますけれども、交付決定額に合わせ増額をいたしております。その下のへき地

児童生徒援助費補助金２３万４,０００円の増につきましても、交付決定額に合わせ増額といたしておりま

す。１３ページの最上段になりますが、文化財保存事業国庫補助金、１０９万５,０００円の減額でござい

ます。補助事業採択条件がそろわなかったことにより、事業取り下げを行い、今回減額をいたしております。

続きまして１７ページをお願いいたします。中ほどの目３雑入でございます。３行目になりますが、太陽光

発電売電収入でございます。６万円の減額といたしておりますけれども、実績見込みに合わせ減額をいたし

ております。下になりますが、スポーツ振興くじ助成金７８５万２,０００円につきましては、森園運動公

園のサッカーコート改修事業が、スポーツ振興くじ助成金の対象事業として採択されましたことから、その
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交付決定額を今回計上いたしております。続きまして１８ページをお願いいたします。目４教育債でござい

ます。社会教育施設整備事業債９９０万円の減額につきましては、先ほど申しました、スポーツ振興くじ助

成事業の対象となったことから、借り入れをしないこととしたものでございます。その下の学校施設整備事

業債９９０万円の減額につきましては、事業実績に合わせ起債の借り入れの減額をいたしております。続き

まして歳出でございます。３４ページをお願いいたします。下段の方になりますけれども、目２事務局費に

つきましては、人件費のため割愛をさせていただきます。目３教育振興費、節２５積立金として、学校教育

施設整備基金積立金２７万５,０００円を計上いたしております。これにつきましては、学校の校舎と国庫

補助事業を受けて整備した建物につきましては、目的外に転用する場合、補助金相当額を国に返還する必要

がございます。ただ、基金に積み立てをすることで、有償で貸与または譲渡ができますことから、旧須恵中

学校の校舎等を使用されております武道具センターへの貸付分を今回、積み立てを行うものでございます。

次の目４教職員住宅については、財源更正となります。次ページ３５ページをお願いいたします。目１学校

管理費でございます。これにつきましても、財源更正でございます。その下の項３中学校費の、目１学校管

理費でございます。工事請負費といたしまして８９４万７,０００円の減額をいたしております。あさ中の

既存普通教室棟屋根改修工事の入札残でございます。目２スクールバス運行費でございます。燃料費３４万

３,０００円の減額をいたしておりますけれども、実績見込みに合わせ、今回減額をさせていただきます。

続きまして、項４生涯学習費、目１生涯学習総務費につきましては、人件費のため割愛をいたします。目３

文化財保護費でございます。節４共済費から節９旅費までは、先ほど歳入でも説明しましたとおり、国庫補

助事業でより詳細な遺跡分布図を作成する計画でございましたけれども、条件が揃わなかったことから、国

庫補助を見送ることといたしました。本年度は単独事業で、掩体壕の調査のみを実施をいたしました。それ

に伴う関係予算の減額でございます。続きまして、項５保健体育費、目１保健体育費総務費でございます。

失礼しました。先ほどの項３文化財保護費の中で、最下段の節１３の委託料について、説明しておりません

でした。指定文化財修理委託料２４万２,０００円の減額といたしておりますけれども、これにつきまして

は、才園古墳から出土いたしました金属製品の修復に係る委託料でございます。実績に合わせまして、今回

減額をいたしております。最下段の目１保健体育総務費でございますが、次ページをお願いいたします。節

９旅費といたしまして、費用弁償１４万円の減額といたしております。これにつきましては、１月３０日か

ら３１日にかけ、長崎市で開催をされました、スポーツ推進委員の九州大会への参加費の減額でございます。

２０名予定しておりましたのが、７名しか出席できなかったということから、今回減額するものでございま

す。続きまして目２体育施設でございます。節７賃金ということで、Ｂ＆Ｇプール管理員賃金２３万円の減、

臨時職員通勤手当１１万５,０００円の減につきましては、実績に合わせ減額をいたしております。節１３

委託料の中で、設計委託料１１万６,０００円の減額、施設維持管理作業派遣業務委託料６０万の減額につ

きましては、いずれも入札残となります。続きまして、目１給食センター運営費につきましては、人件費の

ため割愛をさせております。以上でございます。 

◎議長（橋爪 和彦君）  提案理由の説明が終わりましたが、ここで休憩いたします。午後は１時３０分より

再開いたします。 

 

休憩 午後 ０時００分 

再開 午後 １時３０分 

 

◎議長（橋爪 和彦君）  午前中に引き続き、会議を再開いたします。一般会計補正予算（第５号）につきま

して、提案理由の説明が終わっておりますので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。３番、久保
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議員。 

○議員（３番 久保 尚人君）  ３３ページをお願いします。消防費の中の目２で、節１３委託料になります

けれども、高齢者宅電気配線点検委託料という部分ですけれども、これは高齢者のお宅の漏電等を点検する

とか、漏電になりやすいとか、その辺のところを見たりとかする事業なんですか。ちょっと詳しく教えて下

さい。 

◎議長（橋爪 和彦君）  総務課長。 

●総務課長（小谷 節雄君）  平成２６年度と２７年度、２カ年度に分けまして、高齢者の独居あるいは高齢

者御夫婦あるいはお２人世帯、高齢者のみの世帯を対象に、今おっしゃいましたように、電気器具類の漏電、

特にコンセントから配線を御自分でして、それを例えば、ぐるぐる巻きにして、そこの上に物を置いたりと

か、色んな不適切な使い方をされるケースもあって、全国的な単位で見ますと、確定はしてないでも、そう

いうことが原因で、火事が発生するようなことも想定されるということもあるということで、町内の電気事

業者の方々、俗に電気屋さんと申しますか、そういう方々にお願いしまして委託という形で、それぞれ地区

割りをしまして、そういった点検をお願いをしたものでございます。先ほど説明で申し上げましたが、ただ

そういうのに外部の方が家の中に入っていく話なもんですから、それはって言って、お断りをされるところ

もございます。そういう場合は、強制的にというわけにいきませんので、そういう場合はやってないんです

けれども、基本的に全町内を高齢者独居あるいは高齢者のみ世帯を対象に、そういった点検作業を２カ年に

わたりまして、行ったところでございます。 

◎議長（橋爪 和彦君）  ３番、久保議員。 

○議員（３番 久保 尚人君）  高齢者になりますと、電気の使い方が不適切だったりというのは、当然出て

くるということも多いということで、出てくると思うところです。ただ、今回、それで断られた方々も多い

とお聞きしますんで、ここは何か周知の方法とかが、まずかったかなと感じるところもあるんですよ。例え

ば、高齢者を狙った詐欺であるとか、そういう部分に非常に皆さん敏感になってらっしゃるんで、事前にな

んかうまい周知をした後で行うとか、そういう形で、是非漏電等の危険がないような形を今後進めるべきだ

と思いますんで、そこはなんかもう一つできてないところをやっていただきたいなと私は思ったんですけれ

ども。 

◎議長（橋爪 和彦君）  総務課長。 

●総務課長（小谷 節雄君）  今、お話がございました通り、実際点検をやってない、残ってるところと申し

ますか、そういうところは極力なくして、１００％に近い状態で、やるのが本来の姿だと思ってます。今ご

ざいましたように、お答えになるケースと、お願いをしました事業者さんでそんな悪意はないんでしょうけ

ど、話のついでにちょっと仕事のＰＲをされるとか、そういうのもあったりとか、そういうのは事前説明の

中で、そういうのはなしにして下さいというお願いをしていたんですが、そういうケースもあったようなこ

とを報告として受けておりますので、そういうこと含めまして、一応これ、毎年ということじゃなくて、１、

２年おいて、一応３年に１回位を、毎年だと経費も伴いますので、３年に１回程度、今のところ想定してお

りますので、次の段階では今、御指摘のこと含めて、私どもでも若干反省点と申しますか、課題も今整理を

しておりますので、そういうことを踏まえたところで、次の時にはやっていくように改善すべきかと思って

おります。 

◎議長（橋爪 和彦君）  ３番、久保議員。 

○議員（３番 久保 尚人君）  分かりました。今回、受けられなかった所、特に次回やる場合は、重点的に

やっていただいて、それと色んなそういう運用する上での不都合等が出てきてるみたいですので、そこも改

善していただければと思っております。以上です。 
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◎議長（橋爪 和彦君）  ほかに、９番、永井議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  ９番です。同じく３３ページの消防費のことで質問いたします。１番下の登

記手数料の説明の中で、詰所が確か民有地に建っているというような説明があったと思いますけども、こう

いった所が何件位あるもんですか。 

◎議長（橋爪 和彦君）  総務課長。 

●総務課長（小谷 節雄君）  今ちょっと手元に持ってないんですが、詰所あるいは多いのは防火水槽、以前

の防火水槽が数十年前の分が善意で民間の土地を提供と申しますか、結果的に借地みたいな形なんですけど、

そこに防火水槽作らせていただいて、登記上の手続は何もなされずに、登記上はあくまでも個人の方の土地

のままで、その中で今度は代替わりをされた場合に、これを撤去してくれとかいう話が出てきた場合には、

なかなか急に新たに防火水槽設置とか、する経費的な問題、あるいは水利の問題と出てまいりますので、そ

ういうことで、スタートの段階で善意で作らせていただいている状態の中で、年数が経つ中で、そういった

問題が一部出てきておりました関係で、その付近をきちんと現況に合った状態で、所有権の移転等をそうい

ったトラブル起きないようにすべきではないかという観点から、準備をスタートしたんですが、なかなか進

んでなかったというのが今回の状況でして、御質問の件数につきましては手元には今現在持ってきておりま

せん。 

◎議長（橋爪 和彦君）  ９番、永井議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  分かりました。確かに私も、消防団時代と言いますか、今もですけども、恐

らくあそこも民有地だなというような所は確かにありますもんね。そういった所は非常に難しいかもしれま

せんけども、何十年も恐らく経って、旧町村時代からのことも、これは入ってますよね。こういったことは

本当に御苦労でしょうけども、なるべく早く解決していただきたいと思ってます。 

◎議長（橋爪 和彦君）  ほかに質疑ありませんか。７番、豊永議員。 

○議員（７番 豊永 喜一君）  ７番です。２９ページの農業振興事業補助金４９０万４,０００円の減額に

ついてでありますが、説明の中で話がありましたように、非常に２７年産の大豆が悪かったということで、

恐らく収量と品種に対して交付されるものというふうに認識しておりますが、４９０万大きな金額の減額と

いうことで、生産農家にとっては非常に痛手なわけですよね。製品も４０トンしかできなかったということ

ですので、恐らく反収７０キロ程度しかなかったというようなことで。こういう場合、天候不順、農業の場

合は、天候で色々減収するわけですけれども、こういう年の時には、災害みたいな感じではないんですが、

柔軟にもう少し補助金を使えないのかなというふうに思いますが、その点はいかがですか。 

◎議長（橋爪 和彦君）  農林振興課長。 

●農林振興課長（片山 守君）  農業振興補助金につきましては、特に今回の大豆につきましては、先ほど言

われたとおりの状況でございました。町の方としましては、一応４月の方に要綱を定めて、今年度はこの要

綱に従って補助金を交付するということにしておりまして、今年度につきましては、その要綱に従って支出

をしたという形にしております。大豆の収量が余り芳しくないということで、大豆の現在の予算を、大豆の

方に回せないかということも考えましたけれども、今年につきましては天候不順でほかの作物も厳しいとい

うことでございましたので、大豆は補助金が町単独で組んでる部分だけあったという形で、ほかの作物には

どうするんだという話もございますので、その点は見送ったところでございます。以上です。 

◎議長（橋爪 和彦君）  ７番、豊永議員。 

○議員（７番 豊永 喜一君）  今年度はいたし方ない部分があるかもしれませんが、なんて言いますか、総

合的に作物の関連性、要綱、要領に沿ってという話でありましたけれども、その点は天候不順の場合も考え

て、見直しあたりも是非検討方をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 
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◎議長（橋爪 和彦君）  農林振興課長。 

●農林振興課長（片山 守君）  大豆に限ってでございますけれども、昨年は所得補償というか、所得の補て

んみたいな形の補助金という形でございます。来年度においては、その生産費の補てんという形で、当初予

算の方には計上しておりますので、今年度の反省を踏まえて、来年度という形で考えていただければと思っ

ております。 

◎議長（橋爪 和彦君）  ７番、豊永議員。 

○議員（７番 豊永 喜一君）  大豆については６９町ということで、若干減ってきつつあります。このこと

は目標は１００ヘクタールというふうなことで掲げてありますので、是非生産意欲が損なうことがないよう

な、推進の仕方を是非お願いしたいと思います。以上です。 

◎議長（橋爪 和彦君）  ほかに質疑ありませんか。１１番、小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  １１番です。２点についてお尋ねいたします。２５ページと２９ページ

でありまして、２５ページの子ども医療費助成事業につきまして、お尋ねいたします。これは議会報告会を

今回中学校の役員の方々と意見交換を交えながら行ったわけですけど、その時に子ども医療費等、償還払い

となっておりますことに色々異論等がかなりありました。今回の減額６４６万１,０００円の補正でござい

ますが、医療費がずっと現物支給の時より減っておるのは、そういう色んな制度上の問題もあるのか、それ

と健康であるなら病院に行く必要もないんですけど、この制度が償還払がゆえに、趣旨である早期治療、健

全な育成等に悪影響を及ぼしていないのか、そういう現場の声をどう捉えておられるのかということが１点

と、２９ページは、農地費の節１９にあります、負担金補助及び交付金につきましては、基幹水利施設スト

ックマネジメント事業負担金の減額２９４万２,０００円でございますが、説明によりますと、１億円の事

業費が５,０００万に減ったためということで、その減った理由と、要するにその事業費が減った場合の工

事の将来にむける、その進捗の状況はどうなのか。その２点お伺いたいと思います。 

◎議長（橋爪 和彦君）  町民課長。 

●町民課長（宮原 恵美子さん）  今小見田議員の方から御質問ありました、子ども医療費給付の関係ですけ

れども、確かに償還払いに関しての色々な御意見はあられるかと思います。手続が面倒くさいとかいうよう

な、お話も聞いたりはいたしております。お出でいただいて、申請書を記入していただくということによっ

て、医療費がどれ位かかっているかというようなことで、それぞれが、お客様の方が把握されるということ

によって、コンビニ受診とか重複受診とか、そういったものは随分改善されてきているのではないかと思い

ます。それによっての医療費給付費の減っていうのも、あるのではないかというふうには考えております。

あとは、そういった手続上の問題とか、色々ありますけれども、町としても対象者を引き上げたりとか、休

日の受付を申請書の受け付けをやったり、木曜日も７時まで延長したりとかいうようなこともやっておりま

すし、即日払い、翌日払いといったような取り扱いもやっておりますので、そういったことの御利用もして

はいただいております。今後は、そういったものに対しての周知というものをさらに強めていって、御理解

をいただくようにというふうに、考えているところであります。以上です。 

◎議長（橋爪 和彦君）  農林振興課長。 

●農林振興課長（片山 守君）  基幹水利施設ストックマネジメント事業につきましては、百太郎溝が行う用

水路改修の事業でございます。これにつきましては、平成２５年度から平成３０年度で計画されておりまし

て、総事業費が４億９,１００万ということになっております。本年度大きく減額になった理由としまして

は、国の農業農村整備事業の当初予算の方が少なかったということで、減額されたものと考えております。

これにつきましては、平成３０年度までの事業でございまして、平成３０年度では１億円が２,１００万円

の事業費で計画されております。ですから、３０年度までの事業費の中で調整するという形で、総事業費は
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確保されていくのかなというふうに考えているところでございます。以上です。 

◎議長（橋爪 和彦君）  １１番、小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  子ども医療費のことで、その時、御父兄の方から言われたのは、一時立

て替えるにしても、町民の中には、こういう表現もなんですけども、貧困の状況で、それに対応できない人

もいるんだという話も聞かせていただきました。だから、そういうことで、もし医療とかに、病院に連れて

行けないという、その制度自体は十分ご存知なんでしょうけど、そういうところも多分あるのかなというふ

うに考えたわけでございます。だから、そういうことがあって、その受診の機会を逸することがあってはい

けないと思うもんですから、そういうのも十分な配慮の上に、この制度の運用を願いたいと思います。 

◎議長（橋爪 和彦君）  町民課長。 

●町民課長（宮原 恵美子さん）  そうですね、そういった方々に対しての配慮というのも必要になってくる

かと思いますけれども、今後、この制度に対しても色々検討していく部分もあるかと思いますので、今後に

つなげていきたいと思います。 

◎議長（橋爪 和彦君）  ほかに質疑ありませんか。４番、小出議員。 

○議員（４番 小出 高明君）  ４番、小出です。農林振興課にお尋ねします。２９ページ、先ほど小見田議

員の質問された負担金補助及び交付金のところの下のところですが、特定農業用管水路等特別対策事業費負

担金で、事業費の１割が町の負担金ということで、１７０万増額になってますが、こういった事業費が倍近

く３,２００万ですかね、そういった、アスベスト管取り替え工事が増えたっていう、その理由というのを

聞かせてもらいたいと思います。 

◎議長（橋爪 和彦君）  農林振興課長。 

●農林振興課長（片山 守君）  こちらの事業につきましては、２７年度の補正予算がついておりますので、

その分で増加したということになっております。本年度事業は３,２００万ということになっておりますけ

れど、総事業費で３億２,０００万ほどの事業となっておりますので、その分が前倒しになったというふう

に考えていただければと思います。 

◎議長（橋爪 和彦君）  ほかに質疑ございませんか。ないですね。 

◎議長（橋爪 和彦君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

◎議長（橋爪 和彦君）  これから議案第６４号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

（賛成者起立） 

◎議長（橋爪 和彦君）  起立多数です。したがって、議案第６４号は原案のとおり可決されました。 

日程第２ 議案第６５号 

◎議長（橋爪 和彦君）  日程第２、議案第６５号、平成２７年度あさぎり町国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（愛甲 一典君）  議案第６５号を提案いたします。平成２７年度あさぎり町国民健康保険特別会計補

正予算（第３号）について、平成２７年度あさぎり町の国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に

定めるところによる。（歳入歳出予算の補正）第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１,６６

１万７,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２５億９,６８７万６,０００円とする。

詳細につきましては、担当課長より説明申し上げます。どうか審議の上可決いただきますよう、よろしくお
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願いします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  税務課長。 

●税務課長（豊永 憲二君）  税務課所管分の説明をいたします。最後のページになります。８ページです。

目１一般被保険者保険税還付金、節２３償還金利子及び割引料、１０５万円の減額です。過去にさかのぼっ

て、資格喪失や所得修正による還付金でありまして、実績見込みにより減額を行うものであります。以上、

説明を終わります。 

◎議長（橋爪 和彦君）  町民課長。 

●町民課長（宮原 恵美子さん）  町民課所管分につきまして、御説明申し上げます。４ページをお願いいた

します。今回の補正の歳入につきましては、国や社会保険診療報酬支払基金からの負担金、あるいは交付金、

それから諸収入ですけれども、実績見込みによりますところの、いずれも減額補正をさせていただいており

ます。また歳出につきましては、年度末までの療養給付費や保健事業費などの実績見込みによりますところ

の、いずれも減額補正をさせていただいておるのが主なものでございます。それでは、御説明を申し上げま

す。６ページをお願いいたします。歳入です。款３国庫支出金、目３特定健康診査等負担金でございます。

７万５,０００円の減額ですけれども、これは国からの交付決定額に基づきましたところの減額補正でござ

います。その次の款４療養給付費等交付金でございます。退職者医療の保険給付費になりますけれども、社

会保険診療報酬支払基金からの交付決定額に基づきましたところの１,５４１万２,０００円の減額でござい

ます。その下です。款８財産収入です。１９万２,０００円、基金利子でございます。款１１諸収入、目１

一般被保険者第三者納付金でございます。第三者行為にかかりますところの、交通事故の件数等が本年度少

なかったということで、実績見込み額は減ったためでございます。１３２万２,０００円の減額です。続き

まして歳出です。次のページお願いいたします。款２保険給付費、目２退職被保険者等療養給付費でござい

ます。退職医療制度の該当者数の減によりますところの、実績見込み額により減でございます。１,６６５

万７,０００円の減額です。その下になります。目１一般被保険者高額療養費でございます。こちらは実績

見込みによりますところの、７００万円の増額でございます。その下になります。出産育児一時金でござい

ます。当初２５名で予算計上しておりましたけれども、１月末まで１６名の方が対象となっておられまして、

実績を見込みましたところでの減額１９０万円でございます。その下になります。款８保健事業費、目１保

健衛生普及費の共同電算委託料です。医療費通知や高額療養費算定資料作成などの国保連合会への委託料で

ございます。本年度１件当たりの単価が下がったために１２０万２,０００円の減額をいたしております。

一番下になります、特定健康診査等事業費でございます。特定健康診査委託料になりますが、３００万円の

減額、実績見込みによりますところの減額でございます。次のページお願いいたします。款９基金積立金で

す。財政調整基金積立金１９万２,０００円、利息分の積み立てでございます。補正額、歳入歳出それぞれ

１,６６１万７,０００円を減額しまして、予算総額を２５億９,６８７万６,０００円とするものです。以上

で説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

◎議長（橋爪 和彦君）  これから議案第６５号を採決します。本案は原案のとおり決定することに異議あり

ませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  異議なしと認めます。したがって、議案第６５号は原案のとおり可決されました。 

日程第３ 議案第６６号 

◎議長（橋爪 和彦君）  日程第３、議案第６６号、平成２７年度あさぎり町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（愛甲 一典君）  議案第６６号、平成２７年度あさぎり町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）について、提案いたします。平成２７年度あさぎり町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、

次に定めるところによる。（歳入歳出予算の補正）第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ８７

０万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億７,５９３万４,０００円とする。詳細につき

ましては、担当課長より説明申し上げます。どうか審議の上可決いただきますよう、よろしくお願いします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  町民課長。 

●町民課長（宮原 恵美子さん）  それでは、後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について御説明を

申し上げます。４ページをお願いいたします。歳入ですけれども、保険料につきましては、当初広域連合が

示しました額を計上いたしておりましたけれども、死亡者数の増とか、軽減対象者の増によりますところの

収納見込み額を、特別徴収分、それから普通徴収分とも減額補正するものでございます。また、款２から款

４までは実績によりますところの減額をさせていただきます。歳出につきましては、広域連合への納付金の

決定通知によります減額と、それから諸支出金につきましては、実績見込みによりますところの減額でござ

います。それでは詳細について、御説明申し上げます。６ページをお願いいたします。歳入からです。款１

後期高齢者医療保険料、特別徴収分６１０万円の減額、普通徴収分４１０万円の減額です。先ほど説明させ

ていただきましたけれども、収納見込みによりますところの減額でございます。節３滞納繰越分普通徴収保

険料でございますが、高額滞納者の納付によりますところの増額になります。４１万４,０００円です。款

２使用料及び手数料です。督促手数料でございます。１万１,０００円の減額でございます。款３繰入金で

す。目１一般会計繰入金、一般会計の歳出、老人福祉費で説明しました繰出金を繰り入れるものでございま

して、事務費繰入金が２万円の減額、保険基盤安定繰入金が２６万８,０００円の減額でございます。款４

諸収入です。延滞金３万１,０００円、加算金が２,０００円の減額。保険料還付金２０万１,０００円の減

額でございますが、いずれも実績によりますところの増減でございます。次のページお願いいたします。款

５繰越金です。繰越金１５５万７,０００円です。全額を計上いたしまして、繰越金２５５万７,０００円と

するものでございます。次のページお願いいたします。歳出です。款１総務費、一般管理費でございますが、

こちらは財源の更正でございます。中段になります。款２後期高齢者医療広域連合納付金でございます。８

４９万９,０００円の減額でございますが、広域連合からの決定通知によりますところの減額でございます。

款３諸支出金、目１保険料還付金２０万円の減額でございます。目２還付加算金でございますが１,０００

円の減額でございます。こちらも歳入で申し上げました実績によりますところの減額でございます。以上で

補正額、歳入歳出それぞれ８７０万円を減額し、予算総額を歳入歳出それぞれ１億７,５９３万４,０００円

とするものでございます。以上で説明終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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◎議長（橋爪 和彦君）  これから議案第６６号を採決します。本案は原案のとおり決定することに異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  異議なしと認めます。したがって、議案第６６号は原案のとおり可決されました。 

日程第４ 議案第６７号 

◎議長（橋爪 和彦君）  日程第４、議案第６７号、平成２７年度あさぎり町介護保険特別会計補正予算（第

４号）についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（愛甲 一典君）  議案第６７号、平成２７年度あさぎり町介護保険特別会計補正予算（第４号）につ

いて、提案いたします。平成２７年度あさぎり町の介護保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定めると

ころによる。（歳入歳出予算の補正）第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７,２９０万９,００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９億５,７３４万８,０００円とする。詳細につき

ましては担当課長より説明申し上げます。どうか審議の上、可決いただきますよう、よろしくお願いします 

◎議長（橋爪 和彦君）  福祉課長。 

●福祉課長（小見田 文男君）  平成２７年度あさぎり町介護保険特別会計補正予算（第４号）について説明

申し上げます。１ページの続きを朗読します。２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの

金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。６ページをお願いしま

す。まず歳入の方から説明申し上げます。款１保険料、目１第１号被保険者保険料７７９万３,０００円増

額補正計上しております。節１から３までの、それぞれの実績、今後の見込みのところで増額補正をすると

ころでございます。次に、款３国庫支出金から款７繰入金まででございますけれども、歳出における、これ

までの実績及び見込み額を持って、国・県・支払基金・町の法定割合がございますけれども、それを算出し

まして内示額が出ております。それに伴う補正でございます。まず、款３国庫支出金、目１介護給付負担金、

現年度分で１,６７３万６,０００円増額補正でございます。次に、項２国庫補助金、目２地域支援事業交付

金２１万１,０００円の増額、それから目３介護保険事業補助金７万８,０００円の減額、次に、款４支払基

金交付金、目１支払基金交付金５０９万３,０００円の増額補正でございます。次のページをお願いします。

目２地域支援事業支援交付金１,０００円の増額補正でございます。それから、款５県支出金、目１県負担

金、目１介護給付費負担金６１７万５,０００円増額補正。それから項２県補助金で、目１地域支援事業交

付金１０万７,０００円の増額補正、それから款７繰入金、項１一般会計繰入金、目１介護給付費繰入金４

０９万２,０００円の増額、目２その他一般会計繰入金６９万９,０００円の減額、それから目３地域支援事

業繰入金１２万４,０００円の増額でございます。次のページをお願いします。目４低所得者保険料軽減繰

入金１５万６,０００円の減額補正、それから、款８繰越金３,３５１万を計上しています。これは前年度繰

越金が３,７８２万９,０００円ということでございまして、残りの分の３,３５１万円を補正するものでご

ざいます。歳入の補正額７,２９０万９,０００円でございます。次に９ページでございますけれども、歳出

の方でございます。今回の歳出の補正予算は、歳入同様でございますけれども、実績及び見込みで不足額と

か、不用額が見込まれますので、増減補正をするものでございます。款１総務費、項１一般管理費、目１一

般管理費１５２万円減額補正をしております。これ印刷製本費でございますけれども、２７年度におきまし

て、パンフレット作成しました。それによる当初の単価見込みよりも、安価な単価で印刷ができましたので、

その不用額として１５２万円を減額するものでございます。それから、項２介護認定審査会、目１介護認定

審査会費、４０万円の増額補正でございます。これも不足が見込まれるために４０万増額補正するものでご

ざいます。款２保険給付費、項１介護サービス等諸費、目１介護サービス等給付費、８７万２,０００円増

額補正でございます。これも不足が見込まれるために８７万２,０００円増額するものでございます。項２
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介護予防サービス等諸費、目１介護予防サービス等給付費、２６７万１,０００円の減額補正でございます。

実績見込みにより、不用額が見込まれますので２６７万１,０００円を減額するものでございます。項３そ

の他の諸費、審査支払い手数料でございますけれども、財源更正でございます。次のページをお願いします。

項４高額介護サービス等費でございます。５７５万１,０００円、これも現予算では不足が見込まれるため

に増額補正するものでございます。それから項５高額医療合算介護サービス等費、目１高額医療か合算介護

サービス費１１３万３,０００円増額補正するものです。これも同じく現予算で不足が見込まれますために

補正するものでございます。それから、項６特定入所者介護サービス等費、におきまして２,４１９万３,０

００円増額補正するものでございます。これも現予算で不足が生じるために増額をするものでございます。

それから、款３諸支出金、目１基金積立金４,６３８万５,０００円、これは２７年度の歳入歳出の状況等を

見まして、それと前年度繰り越しに伴いまして調整して、４,６３８万５,０００円を基金に積み立てるもの

でございます。次のページでございます。款４地域支援事業費、目１要支援者予防・生活支援サービス及び

ケアマネジメント等事業費１５０万の減額補正でございます。これも、実績見込みにより不用額が見込まれ

ますために、１５０万減額するものでございます。目２１次予防事業費においては、財源更正でございます。

項２包括的支援事業・任意事業費、目１地域包括支援センター管理費２万５,０００円の減額補正でござい

ます。これも不用額がということで減額補正するものでございます。目２は財源更正でございます。目３任

意事業費１０万９,０００円の減額補正でございますけれども、これも不用額が見込まれるために減額する

ものでございます。以上、歳入歳出７,２９０万９,０００円を補正するものでございます。これをもちまし

て、補正予算について説明を終わります。よろしくお願いします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

◎議長（橋爪 和彦君）  これから議案第６７号を採決します。本案は原案のとおり決定することに異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  異議なしと認めます。したがって、議案第６７号は原案のとおり可決されました。 

日程第５ 議案第６８号 

◎議長（橋爪 和彦君）  日程第５、議案第６８号、平成２７年度あさぎり町上財産区特別会計補正予算（第

３号）についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（愛甲 一典君）  議案第６８号、平成２７年度あさぎり町上財産区特別会計補正予算（第３号）につ

いて提案いたします。平成２７年度あさぎり町の上財産区特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろによる。（歳入歳出予算の補正）第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１,０８３万８,０

００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４,９４７万９,０００円とする。詳細につきまし

ては、担当課長より説明申し上げます。どうか審議の上、可決いただきますよう、よろしくお願いします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  農林振興課長。 

●農林振興課長（片山 守君）  それでは、平成２７年度あさぎり町上財産区特別会計補正予算（第３号）の

説明をいたします。続けて読ませていただきます。２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ご

との金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。６ページをお願い
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いたします。歳入からです。目１財産売払収入でございます。素材売払収入３２６万７,０００円につきま

しては、収入の見込みがありますので、増額補正とするものでございます。次の目１基金繰入金、上財産区

財政調整基金繰入金１,４１０万５,０００円の減額でございますが、最終的に本年度の繰り入れが全額不用

となりますので、当初予算で計上した金額を全額削減するものでございます。この結果、本年度の上財産区

の財政調整基金の残高は、３億６,２２６万円になる見込みでございます。歳出を説明いたします。７ペー

ジをお願いいたします。目１財産造成管理費でございますけれども、役務費、委託料ともに、全て実績によ

る減額でございます。このため補正予算として、歳入歳出予算とも、１,０８３万８,０００円を減額するも

のでございます。以上で、上財産区特別会計補正予算の説明を終わります。 

◎議長（橋爪 和彦君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

◎議長（橋爪 和彦君）  これから議案第６８号を採決します。本案は原案のとおり決定することに異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  異議なしと認めます。したがって、議案第６８号は原案のとおり可決されました。 

日程第６ 議案第６９号 

◎議長（橋爪 和彦君）  日程第６、議案第６９号、平成２７年度あさぎり町簡易水道事業特別会計補正予算

（第４号）についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（愛甲 一典君）  議案第６９号、平成２７年度あさぎり町簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）

について提案いたします。平成２７年度あさぎり町の簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定

めるところによる。（歳入歳出予算の補正）第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９２万円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億３,３６４万４,０００円とする。詳細につきましては、

担当課長より説明申し上げます。どうか審議の上、可決いただきますよう、よろしくお願いします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  上下水道課長。 

●上下水道課長（深水 光伸君）  平成２７年度あさぎり町簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）の説明

をさせていただきます。続きから読ませていただきます。２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。詳細につきまし

ては、６ページをお願いいたします。失礼しました、４ページをお願いいたします。上段が歳入です。目１

一般会計繰入金を９２万円減額しております。歳出予算の補正で余ります歳入を一般会計繰入金の減額を行

うものです。下の段の歳出ですが、目１一般管理費９２万円減額するものです。これにつきましては、人件

費の増減による補正でございます。以上、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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◎議長（橋爪 和彦君）  これから議案第６９号を採決します。本案は原案のとおり決定することに異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  異議なしと認めます。したがって、議案第６９号は原案のとおり可決されました。 

日程第７ 議案第７０号 

◎議長（橋爪 和彦君）  日程第７、議案第７０号、平成２７年度あさぎり町水道事業特別会計補正予算（第

２号）についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（愛甲 一典君）  議案第７０号、平成２７年度あさぎり町水道事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて、提案いたします。第１条、平成２７年度あさぎり町水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定

めるところによる。詳細につきましては、担当課長より説明申し上げます。どうか審議の上、可決いただき

ますよう、よろしくお願いします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  上下水道課長。 

●上下水道課長（深水 光伸君）  平成２７年度あさぎり町水道事業特別会計補正予算（第２号）の説明をさ

せていただきます。第２条から読み上げさせていただきます。第２条、平成２７年度あさぎり町水道事業特

別会計予算第３条に定めた収益的収入支出の予定額を次のとおり補正する。収入、科目、第１款、事業収益、

補正前の額７,１４７万７,０００円、補正額５７万２,０００円の減、計７,０９０万５,０００円。支出科

目、第１款、事業費用、補正前の額６,２００万５,０００円、補正額１６万１,０００円、計６,２１６万６,

０００円。次ページをお願いします。第３条、予算第４条本文括弧書きの全文を「（資本的収入額が資本的

支出額に対し不足する額２,９５９万円は、過年度損益勘定留保資金１,８８７万５,０００円、減債積立金

４３９万７,０００円及び当年度分消費税資本的収支調整額６３１万８,０００円で補てんするもの。）」に

改め、資本的収入の予定額を次のとおり補正する。収入、科目、第１款、資本的収入、補正前の額７,０７

４万５,０００円、補正額７１７万３,０００円の減、計６,３５７万２,０００円。第４条、あさぎり町水道

事業特別会計補正予算（第１号）第４条で定めた企業債の限度額を次のとおり補正する。起債の目的、上水

道整備事業、補正前の額６,４７０万１,０００円。補正額６００万１,０００円の減、計５,８７０万円。第

５条、予算第６条に定めた経費の金額を次のように改める。科目、職員給与費、補正前の額１,８８３万２,

０００円。補正額５８万２,０００円の減、計１,８２５万円。詳細につきまして、９ページをお願いいたし

ます。収益的収入及び支出の収入でございます。 

目３消費税還付金７０万１,０００円の減額となっております。平成２７年度水道事業会計決算見込みに

より、消費税還付額が当初より少なくなる見込みですので、減額するものです。目４長期前受金戻入１２万

９,０００円の増でございます。管路の更新によりまして、除却する資産に対する長期前受金が確定したた

めに計上するものでございます。１０ページをお願いいたします。支出でございます。目４総係費５８万２,

０００円の減額でございますが、職員の人件費の増減によるものでございます。目６減価償却費１０万６,

０００円の減額でございますが、有形固定資産減価償却費の確定見込みにより減額するものでございます。

目７資産減耗費８４万９,０００円の増額でございますが、管路の更新工事によりまして、不用となる既設

管を台帳から除却するために増額するものでございます。１１ページの資本的収入及び支出でございます。

収入としまして、項１企業債、目１企業債、６００万１,０００円の減額でございます。これは上水道の配

水管更新事業の起債借入額を確定させましたので、減額するものでございます。項３工事負担金、目１工事

負担金です。１１７万２,０００円の減額でございますが、消火栓設備の工事費の確定によりまして、負担

金を減額するものでございます。１２ページをお願いいたします。地方債の前々年度末における現在高並び

に前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書でございますが、当年度末現在高見込額が１
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億１,９３２万２,０００円となる見込みでございます。ページに戻っていただきまして、６ページをお願い

いたします。平成２７年度あさぎり町水道事業キャッシュフロー計算書でございます。資金の流れをいうも

のでございますが、最終的な資金増加額としまして、４４５万３,０００円の減となるものです。資金期首

残高１億７,０９３万５,０００円、資金期末残高１億６,６４８万２,０００円でございます。７ページをお

願いします。７ページから８ページにかけまして、平成２７年度あさぎり町水道事業予定貸借対照表でござ

います。２７年度末の資産合計、及び負債資本合計、いずれも５億８,８９３万８７２円となる見込みでご

ざいます。説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

１１番、小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  １点お伺いいたします。キャッシュフロー計算書の、投資活動によるキ

ャッシュフローの中で、８,５２８万９,０００円の高額減額でございますが、有形固定資産の取得による支

出というのを、詳しく説明を願いしたいと思います。 

◎議長（橋爪 和彦君）  上下水道課長。 

●上下水道課長（深水 光伸君）  有形固定資産の取得による支出は、マイナス表示することになっておりま

す。これは上水道の管路の更正事業にかかりまして、資産を取得することになりますので、その分が上がっ

てくるものです。 

◎議長（橋爪 和彦君）  いいですか。ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

◎議長（橋爪 和彦君）  これから議案第７０号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

（賛成者起立） 

◎議長（橋爪 和彦君）  起立多数です。したがって、議案第７０号は原案のとおり可決されました。 

◎議長（橋爪 和彦君）  ここで１０分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時３１分 

再開 午後 ２時４２分 

 

◎議長（橋爪 和彦君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

日程第８ 議案第７１号 

◎議長（橋爪 和彦君）  日程第８、議案第７１号、平成２７年度あさぎり町下水道事業特別会計補正予算

（第４号）についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（愛甲 一典君）  議案第７１号、平成２７年度あさぎり町下水道事業特別会計補正予算（第４号）に

ついて、提案いたします。平成２７年度あさぎり町の下水道事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定め

るところによる。（歳入歳出予算の補正）第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２８８万５,

０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億１,９９９万３,０００円とする。詳細につ

きましては担当課長より説明申し上げます。どうか審議の上、可決いただきますよう、よろしくお願いいた
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します。 

◎議長（橋爪 和彦君）  上下水道課長。 

●上下水道課長（深水 光伸君）  平成２７年度あさぎり町下水道事業特別会計補正予算（第４号）の説明を

させていただきます。続きから読み上げます。２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出補正」による。（繰越明許費）第２条、地方

自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表繰越明許

費」による。４ページをお願いいたします。繰越明許費でございます。款１事業費、項１事業費、事業名、

汚水管渠修繕事業、２４７万円の明許繰越でございます。これは県が行っております、あさぎり駅前交差点

改良工事に合わせまして、高さの調整が必要となるマンホールや汚水枡の一部移動が必要となるために、修

繕費を組んでおりますが、県の発注してます工事が、年度内に完成することができない見通しですので、そ

のために経費を繰り越すものでございます。７ページをお願いいたします。歳入でございます。１段目の目

１下水道事業一般会計繰入金２９１万円の減額でございます。歳出予算の補正によりまして不用額となりま

す２９１万円を、一般会計繰入金を減額するものでございます。次の目１利子及び配当金２万５,０００円

計上しておりますが、減債基金利子を受け入れるものでございます。歳入は以上でございます。次のページ

お願いします。歳出でございます。目２下水道維持費、目４下水道建設費につきまして、目２下水道維持費

３０４万円の減額、目４下水道建設費１３万円の増額となっておりますが、これは共に人件費の補正でござ

います。目５基金費２万５,０００円の増額でございますが、減債積立金の利子を新たに減債基金へ積み立

てるものでございます。説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

◎議長（橋爪 和彦君）  これから議案第７１号を採決します。本案は原案のとおり決定することに異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  異議なしと認めます。したがって、議案第７１号は原案のとおり可決されました。 

日程第９ 議案第７２号 

◎議長（橋爪 和彦君）  日程第９、議案第７２号、平成２７年度球磨郡障害認定審査事業特別会計補正予算

（第２号）についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（愛甲 一典君）  議案第７２号、平成２７年度球磨郡障害認定審査事業特別会計補正予算（第２号）

について提案いたします。平成２７年度球磨郡障害認定審査事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。（歳入歳出予算の補正）第１条、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。詳細につきましては、担

当課長より説明申し上げます。どうか審議の上、可決いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  福祉課長。 

●福祉課長（小見田 文男君）  平成２７年度球磨郡障害認定審査事業特別会計補正予算（第２号）について

説明申し上げます。４ページをお願いします。今回は、歳出のみの補正でございますけれども、款１総務費

の一般管理費、人件費の節２と３が増額補正になっております。それを需用費、それから使用料及び賃借料
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で調整して補正するものでございます。以上で説明終わります。 

◎議長（橋爪 和彦君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

◎議長（橋爪 和彦君）  これから議案第７２号を採決します。本案は原案のとおり決定することに異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  異議なしと認めます。したがって、議案第７２号は原案のとおり可決されました。 

日程第１０ 議案第７３号 

◎議長（橋爪 和彦君）  日程第１０、議案第７３号、平成２７年度球磨郡介護認定審査事業特別会計補正予

算（第２号）についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（愛甲 一典君）  議案第７３号、平成２７年度球磨郡介護認定審査事業特別会計補正予算（第２号）

について提案いたします。平成２７年度球磨郡介護認定審査事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。（歳入歳出予算の補正）第１条、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。詳細につきましては、担

当課長より説明申し上げます。どうか審議の上、可決いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  福祉課長。 

●福祉課長（小見田 文男君）  平成２７年度球磨郡介護認定審査事業特別会計補正予算（第２号）について

説明申し上げます。これも先ほどの障害認定の特会の補正と同様、補正内容は、人件費の給与２万円、それ

から３職員手当等で６万、共済費で２万ということで補正が上がっております。それを需用額の方で１０万

減額して調整した補正でございます。以上で説明終わります。 

◎議長（橋爪 和彦君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

◎議長（橋爪 和彦君）  これから議案第７３号を採決します。本案は原案のとおり決定することに異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  異議なしと認めます。したがって、議案第７３号は原案のとおり可決されました。 

日程第１１ 議案第７４号 

◎議長（橋爪 和彦君）  日程第１１、議案第７４号、平成２８年度あさぎり町一般会計予算についてから、

日程第２０、議案第８３号、平成２８年度球磨郡介護認定審査事業特別会計予算についてまでを、一括議題

といたします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  お諮りします。議案第７４号から議案第８３号について、本日９日は提案理由のみ

の説明を行い、明日１０日に税務課分を含む厚生常任委員会所管課分、１１日は建設経済常任委員会所管課
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分、１４日に税務課分を除く総務文教常任委員会所管課分についての説明質疑を行い、採決は１８日に行い

たいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  異議なしと認めます。したがって、本日９日は提案理由のみの説明を行い、明日１

０日に税務課分を含む厚生常任委員会所管課分、１１日は建設経済常任委員会所管課分、１４日に税務課を

除く総務文教常任委員会所管課分についての説明・質疑を行い、採決は１８日に行うことに決定しました。

なお、お手元に配付した文書のとおり、各課の担当職員も説明員として出席いたしますので報告しておりま

す。それでは提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（愛甲 一典君）  それでは提案させていただきます。議案第７４号、平成２８年度あさぎり町一般会

計予算、平成２８年度あさぎり町一般会計予算は、次に定めるところによる。（歳入歳出予算）第１条、歳

入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０２億６,０５７万７,０００円と定める。議案第７５号、平成２

８年度あさぎり町国民健康保険特別会計予算、平成２８年度あさぎり町の国民健康保険特別会計の予算は、

次に定めるところによる。（歳入歳出予算）第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２５億６,

５９９万１,０００円と定める。議案第７６号、平成２８年度あさぎり町後期高齢者医療特別会計予算、平

成２８年度あさぎり町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。（歳入歳出予算）第

１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億８,０８４万３,０００円と定める。議案第７７号、平

成２８年度あさぎり町介護保険特別会計予算、平成２８年度あさぎり町の介護保険特別会計の予算は、次に

定めるところによる。（歳入歳出予算）第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１９億５,７２

１万９,０００円と定める。議案第７８号、平成２８年度あさぎり町上財産区特別会計予算、平成２８年度

あさぎり町の上財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。（歳入歳出予算）第１条、歳入歳出予

算の総額は、歳入歳出それぞれ７,９０１万４,０００円と定める。議案第７９号、平成２８年度あさぎり町

簡易水道事業特別会計予算、平成２８年度あさぎり町の簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところ

による。（歳入歳出予算）第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億１,２７６万２,０００円

と定める。議案第８０号、平成２８年度あさぎり町水道事業特別会計予算、第１条、平成２８年度あさぎり

町水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。議案第８１号、平成２８年度あさぎり町下水道事

業特別会計予算、平成２８年度あさぎり町下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。（歳入

歳出予算）第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７億６,６４８万８,０００円と定める。議案

第８２号、平成２８年度球磨郡障害認定審査事業特別会計予算、平成２８年度球磨郡障害認定審査事業特別

会計の予算は、次に定めるところによる。（歳入歳出予算）第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ１,０８６万１,０００円と定める。議案第８３号、平成２８年度球磨郡介護認定審査事業特別会計予算、

平成２８年度球磨郡介護認定審査事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。（歳入歳出予算）第１

条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３,４４８万３,０００円と定める。以上、提案いたしますの

で、よろしくお願い申し上げます。 

◎議長（橋爪 和彦君）  以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会いたします。 

●議会事務局長（坂本 健一郎君）  起立、礼、お疲れ様でした。 

 

午後３時００分  散 会 

 


